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パ
リ
大
学
形
成
期
の
司
虫
色

gω

（
一
二

O
O
l
－
二
五
O
）

？に
フF木

洋

は
じ
め
に

中
世
の
「
大
学
」
ロ
包
括

E
E印
に
関
す
る
最
近
の
諸
研
究
は
、
見
詰

E
色
等
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
古
典
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
次
第
に

修
正
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
〈
句
唱
円
の
い
う
「
自
生
的
大
学
L
Z
3
4
2
E
g
告
S
Eロ
o
g
－
－
パ
リ
と
ポ
ロ

l
ニ
ア

ー
ー
の
十
二
世
紀
後
半
‘
か
ら
十
三
世
紀
初
に
関
す
る
状
態
に
つ
い
て
、
我
々
の
通
念
は
大
幅
な
修
正
を
加
え
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ

ろ、
7
0
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
、
十
三
世
紀
の
「
大
学
」
の
一
般
的
な
見
方
は
、
こ
れ
を
「
学
校
」

R
E
－8・
mwo

－gの
連
合
体
ぽ
駐
日

gロ

と
す
る
。

こ
の
「
学
校
」
と
は
、

一
人
の
ヨ
a
H
a
R
5
m
o
g－
日
畠
5
B
m
o
E
が
、
数
人
の

σ
R
S
E
2
5・
gnuozo円
の
補
佐
を
う

け
な
が
ら
、
所
属
の
全
学
生
を
一
貫
的
に
指
導
し
、
「
大
学
」
に
対
し
て
の
み
そ
の
教
育
の
責
任
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
連
合
体

は
、
十
三
世
紀
と
と
も
に
、
《
ロ
包
〈
O
門的】
E
C
と
し
て
の
法
人
格
を
獲
得
す
る
が
、
状
況
そ
の
も
の
は
す
で
に
十
二
世
紀
に
準
備
さ
れ
て

冨－
n
g邑
b
gロ
門
戸
ロ
は
、
「
十
二
世
紀
に
お
い
て
、
高
等
教
育
の
中
心
は
、

3
・

F
－zミ
ぬ
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
合

8
5
母
印

、3
。

’v
・4
宅

5
2
4括
的
指
円
。
mm乙
で
あ
り
、
『
学
校
』

R
F♀
自
の
集
合
体
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
一
人
の
日
包
可
。
と
、
規
則
的
に
そ
の
教
育
を
う

け
る
学
生
た
ち
と
に
よ
っ
て
情
成
さ
れ
た
、
何
等
法
的
性
格
を
も
た
な
い
集
団
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
学
校
」
の
一
定
数
が
、
同
一
都

パ
リ
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形
成
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c
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－
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一
三
四

市
内
に
集
め
ら
れ
た
際
に
、
こ
の
綜
体
は
印
宮
内
出
口
B
と
呼
ば
れ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
、
必
ず
し
も
共
同
生
活
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、

（

4
）
 

事
実
上
の
集
合
体
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
。

こ
の
立
論
は
、
引
用
部
が
明
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

EH・
ロ
o
F
a
o
の
論
文
に
立
脚
し
、
後
者
は
、
十
二
世
紀
の
司
教
座
聖
堂
付
参

事
会

S
立
E
Z
5
8
5
0仏
E
－0・
n
E
2け
5
8門
F
E
E－
（
以
下
参
事
会
と
の
み
記
す
）
の
「
学
校
」
こ
そ
が
、
十
三
世
紀
の
「
大
学
」
の

母
胎
で
あ
っ
た
こ
と
の
論
証
を
主
眼
と
す
る
。
教
皇
か
ら
参
事
会
に
認
め
ら
れ
た

内商品
mom
の
数
を
増
や
す
。
彼
ら
は
同
じ
場
所
で
、
「
学
校
」
を
聞
い
て
自
民
可

g
の
再
生
産
を
繰
返
し
、
つ
い
に
は
参
事
会
「
学
校
」

そ
の
も
の
を
窒
息
さ
せ
る
。
そ
の
か
た
わ
ら
、
彼
ら
は
自
己
保
全
の
た
め
に
、
一
方
で
は
参
事
会
に
対
し
、
他
方
で
は
俗
権
に
対
し
て

戦
い
を
い
ど
み
、
学
生
と
も
相
互
に
団
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
人
格
を
獲
得
す
る
に
い
た
が
｝
。

こ
う
し
て
、
一
九
四
0
年
代
末
か
ら
最
近
に
い
た
る
学
説
史
は
、
十
三
世
紀
の
大
学
に
つ
い
て
、
我
々
の
現
行
講
座
が
、
学
部
と
い

う
中
間
項
な
し
に
、
横
一
列
に
結
び
つ
い
た
よ
う
な
教
育
機
関
像
を
提
供
す
る
。
そ
の
類
似
の
故
に
我
々
は
、
以
後

mnvos

E
S
E－ω
門H
O
S
E－
賦
与
権
は
、
ま
ず

ロJF
M
W
出

H
O帥

（
あ
る
い

は

2
5
0骨
ω
目白
m
Eユ
）
を
「
講
座
」
と
訳
し
た
い
。
他
方
「
学
部
」

E
E
R
g－
貯
の
巳
E
Z
m－
pn己
丹
野
の
存
在
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
F
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な
く
、
例
え
ば
パ
リ
大
学
に
つ
い
て
は
、
七
自
由
科
、
神
学
、
法
学
、
医
学
の
四
学
部
を
備
え
た
大
学
像
が
提
供
さ
れ
続
け
て
い
る
。

こ
こ
で
我
々
が
間
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
「
学
部
」
と
い
う
存
在
で
あ
る
。

学
説
史
は
、
従
来
「
学
部
」
の
諸
性
格
を
、
「
大
学
」
の
そ
れ
程
に
は
熱
心
に
追
究
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
問
。
一

E
m
I
Z
R
E
E

は
、
一
九
六

O
年
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
開
催
さ
れ
た
第
十
一
回
国
際
歴
史
学
会
の
報
告
で
、
中
世
大
学
史
の
問
題
点
を
二
七
項
に
わ

た
っ
て
列
挙
し
な
が
ら
、
「
学
部
」
を
問
題
に
し
な
か
っ
た
。
古
典
的
諸
学
説
も
、
そ
の
存
在
を
疑
わ
な
か
っ
た
と
同
時
に
、
定
義
も
殆

（
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ん
ど
与
え
て
い
な
い
。
た
だ
貯
の
三
百
印
と
い
う
語
が
、
∞
00江
戸
』
印
に
お
い
て
す
で
に
、
専
門
領
或
門
官
。
℃

Eω
と
同
義
に
用
い
ら
れ
、

従
っ
て
大
学
に
お
い
て
は
、
専
門
領
域
、
あ
る
い
は
教
育
内
容
に
応
じ
て
組
織
さ
れ
た
、
ヨ
お

5
2
、
又
は
目
白
mF印
E
E
R
E－ω『
g

の
、
何
れ
か
と
云
え
ば
便
宜
的
な
集
団
を
意
味
す
る
と
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
し
て
そ
の
法
的
性
格
は
、
ま
っ
た
く
問
わ
れ
て
い
な
い



に
等
し
い
。

パ
リ
大
学
に
つ
い
て
、
そ
の
形
成
期
に
お
け
る
「
学
部
」
を
聞
い
な
お
し
た
い
と
思
う
。
パ
リ
大
学
の
形
成
期
と
は
、
パ

リ
に
お
け
る
「
講
座
」
の
連
合
体
が
、
法
人
格
を
獲
得
す
る
過
程
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
時
期
の
決
定
こ
そ
は
、
学
説
史
が
大
い
に
争

我
々
は
、

っ
た
点
で
あ
り
、
大
別
し
て
二
説
に
分
類
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

（

0
3
｝
 

「
同
日
一
也
F
O
ロ
は
、
「
大
学
自
体
が
《
己
包
括
E
－E
回
目
白
m
E
B
E
B
Z
R
o
E円
三
日
間
U
R
5
5
5三
日
》
の
名
称
を
用
い
た
一
一
一
一
一
一
年
に

す
で
に
法
人
格
の
教
皇
に
よ
る
黙
認
が
あ
っ
た
と
し
な
が
ら
、
「
大
学
」
が
決
定
的
に
自
律
的
法
人
格
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
は
、
一
二

《司
ω
5
5印
2
0ロ
E
E
B
》
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
の
℃

oa
は
、
「
大
学
」
が
、
パ
リ
の
参
事
会

三
一
年
の
教
勅

の

g
R
o－一山門呂田と、－
R
B
Z
ω
己

0
2ロ
門
誌
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
一
一
二
二

l
一
三
年
か
ら
、
そ
の
結
果
と
し
て

刀

oσσ
「
門
己

m
w
h
c
c円
moE

ω
Z
E円
が
出
さ
れ
た
一
一
二
五
年
に
か
け
て
、
す
で
に
「
大
学
」
は
そ
の
「
組
合
」

（

U
）
 

の
す
べ
て
を
獲
得
し
て
い
た
と
主
張
し
、
さ
ら
に
出
色
U
F
O
ロ
の
反
論
を
う
け
た
。

の
「
規
約
」

g召
O
E
t
oロ
と
し
て
の
法
的
属
性

以
上
の
外
に
、
こ
の
団
体
が
、
訴
訟
代
理
人
買
R
Rえ
Q
を
ロ

l
マ
の
法
廷
に
送
っ
て
、
訴
訟
当
事
者
と
な
り
得
る
こ
と
を
認
め
た

（ロ）

教
勅
《
心
E
5
5
5
5
5
V
の
出
た
二
二

0
1
一
五
年
を
、
法
人
格
取
得
の
時
期
と
し
て
重
視
す
る
宮
行
F
E
a
l
p
E己
5
の
説
も
あ

る
が
、
年
代
そ
の
も
の
に
大
き
な
変
化
は
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
｜
ギ
ュ
ス
ト
の
、
学
生
す
べ
て
を
教
会
裁
判

権
の
管
轄
下
に
お
く
裁
判
特
権
文
書
の
出
た
一
二

O
O年
と
、
同
色

U
Zロ
も
℃
0
2
も
と
も
に
重
視
し
た
、
教
皇
に
よ
る
「
大
学
」
の
印

璽
印
－
mw－E
B
使
用
機
の
正
式
認
可
の
年
、
二
一
凶
六
年
と
を
、
法
人
格
形
成
の
上
・
下
限
と
し
て
重
税
し
た
い
と
思
う
。
さ
ら
に
「
大
学
」

が
凶
「
学
部
」
の
存
在
を
正
式
に
謡
っ
た
の
が
、

一
二
五
凶
年
二
月
凶
日
の
い
わ
ゆ
る
『
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
』
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ

ば
、
我
々
は
一
二
五

O
年
前
後
を
も
そ
の
視
野
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一二

O
O年
か
ら
一
二
五

O
年
ま
で
の
半
世
紀
聞
に
、
「
講
座
」
の

在
は
学
説
史
が
認
め
る
程
に
跨
跨
な
く
認
め
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
、

E
、
も
し
も
認
め
ら
れ
得
た
場
合
に
、
こ
れ
も
ま
た
「
大
学
」
同
様

「
連
合
体
」
で
あ
る
パ
リ
大
学
に
お
い
て

ー
、
「
学
部
」
の
存

パ
リ
大
学
形
成
期
の
勺
白

2
R
g
（一二

O
O－
－
二
五
O
）
（
森
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パ
リ
大
学
形
成
期
の
句
白
2
－g
印
（
一
二
0
0
1
一
二
五
O）

｛

U
｝

（

日

）

倒
的
に
多
い
。
ま
た
史
料
上
、
「
学
部
」
を
意
味
す
る

F
E
F
B
と
い
う
語
が
、
複
数

p
g－
z一
円
。
印
を
も
っ
て
、
四
学
部
を
明
示
し
な

が
ら
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
、
一
二
五
四
年
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
「
学
部
」
を
想
定
し
得
る
よ
う
な
専
門
別
集
団
を
一
不
す
た
め
に
多

森

八

用
さ
れ
る
表
現
は
、
例
え
ば
一
二
四
八
年
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
《
ヨ
お
広

E
S
g
z包
乙
で
あ
り
、
《
日
晶
広
吉
弘
ぬ
の
お
け
O
E
E》
で
あ
っ

た
。
我
々
が
当
面
す
る
時
期
の
貯
の
口
一

g
m
は
、
殆
ん
ど
が
単
数
で
用
い
ら
れ
、
し
か
も
す
で
に

U
2丘
町
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

何
れ
の
場
合
に
も
長
印
215ω
の
意
味
に
解
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

先
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
従
来

P
E
E－
印
を
「
学
部
」
の
意
味
で
使
っ
た
最
初
の
例
と
み
な
さ
れ
て
来
た
三
二
九
年
二
月
一
八
日

の
教
皇
国
O
D
Q
E
m
－
－
－
の
教
勅
で
あ
る
。
「
日

ωm－2
R
の
座
に
登
る
こ
と
を
希
求
す
る
も
の
は
、

円。

moロ門
HFESE－ω
を
、
そ
の
認
定
が

そ
の
も
の
の
権
限
に
属
す
る
も
の
か
ら
得
た
後
は
、
：
：
：
彼
が

ω
そ
れ
に
つ
い
て

（
制
そ
こ
か
ら
）

E
S
E－ω
を
得
た
の
と
同
じ

訟の
c－E
印
に
お
い
て
、
自
由
に

z
m
O
B
し
得
る
よ
う
に
。
」
こ
の
訳
の
中
で
、

ωと
刷
に
よ
っ
て
異
っ
た
訳
を
示
し
た
部
分
に
つ
い
て
、
こ

の

E
S
E－ω
認
定
は
当
該
目
指
－

a
R
5
m
g印
の
権
限
に
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
例
を
と
り
、
「
同
じ

p
g
p
g
」

を
「
同
じ
学
部
」
と
記
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、

ωを
と
っ
て
、
「
彼
が
そ
れ
に
つ
い
て
得
た
の
と
同
一
専
門
分
野
弘
3
Q
U
E口
白
」
と

訳
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
同
年
五
月
一
一
日
付
同
教
皇
の
、
卜
ロ
ワ
司
教
等
宛
の
書
簡
は
、
当
時
の
パ
リ
司
教
と
「
印
『
耳
目
の
ヨ
お
5
E』
と
が
、
そ
れ
ぞ

れ
に
訴
訟
代
理
人
を
ロ
ー
マ
に
送
っ
て
争
っ
て
い
る
こ
と
に
ふ
れ
、
「
パ
り
で
は
、
全
片
山
の
ロ
胃
自
に
お
い
て
、
教
え
る
声
が
沈
黙
し
て
い

る
」
と
述
べ
た
。
従
来
「
学
部
」
と
訳
さ
れ
て
来
、
そ
し
て
学
部
の
存
在
の
立
証
に
利
用
さ
れ
て
来
た
こ
の
部
分
の
貯

2
－Z
∞
も
、
こ

れ
が
単
数
で
あ
る
が
故
に
、
む
し
ろ
専
門
分
野
と
と
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
注
目
す
べ
き
例
は
、

た
書
簡
で
あ
る
。
こ
の
書
簡
は
、

5mmFZR
富山片

Z
g
門目。

ωの
2
5
9
F
F
F
2
q開
g
g叩
）
を
神
学
の
ヨ

ω
m
Z
R
に
任
命
す
る
よ
う
に
、

一
一
二
八
年
十
一
月
一
六
日
付
で

国
O
ロ
0
2
5
昌
が
パ
リ
の
神
学
の
三
仏
0
2
2
2
に
あ
て

パ
リ
の
の
自
g
Eロ
ロ
印
に
対
し
て
の
斡
旋
方
を
依
頼
し
た
も
の
で
、
彼
は
「
神
学

F
g一omg
に
お
い
て
教
え
る
に
価
い
し
、
且
〔
こ
の



こ
と
を
〕
欲
し
て
い
る
。
：
：
：
も
し
も
汝
ら
が
、
上
記

E
2
－E切
に
お
い
て
彼
が
教
え
る
べ
き
能
力
あ
る
を
見
出
し
た
場
合
に
は
、

。
ωロ
2

－U2
5
に
そ
れ
を
な
す
許
可
を
与
え
し
め
る
よ
う
に
」
勧
め
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
内
山

2

－E印
は
明
瞭
に

500
－cmNS
と

等
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
史
料
上
単
数

E
n
c
－EM
が

F
g一O
包
ω
と
等
置
さ
れ
、
あ
る
い
は

5
2
－omFS
と
い
う
形
容
詞
を
伴
っ
て
い

｛幻｝

る
用
例
は
極
め
て
多
い
。
同
じ
く
単
数
で
、
｜
｜
時
に
は
複
数
で
ー
ー
そ
の
分
野
を
特
定
し
な
い
用
例
も
多
少
は
あ
る
。
さ
ら
に
単
数

ま
た
は
複
数
を
も
っ
て
、
能
力
、
権
限
、
財
力
等
を
一
万
す
場
合
が
あ
り
、

（

M
）
 

と
考
え
ら
れ
よ
、
7
0

こ
れ
が
む
し
ろ
、
こ
の
語
の
当
時
の
一
般
的
用
法
で
あ
っ
た

但
し
こ
こ
に
多
少
注
意
を
要
す
る
用
例
が
二
つ
あ
る
。

（お）

A
W

片的。
o

－RE
B
の
名
で
出
し
た
文
書
で
、
「
知
何
な
る
目
白
m
E
R
も
、
我
ら
〔
「
大
学
」
〕
の
何
れ
の

P
2
p
g
に
属
す
る
も
の
で
あ
れ
、

パ
リ
で
在
職
中
に
残
し
た
場
合
に
は
、
：
：
：
彼
が
そ
こ
（
聖
ジ
ヤ
ツ
ク
教
会
堂
）
に
葬
ら
る
べ
く
選
ん
だ
場
合
、
彼
が
神
学
者

500一o
m
5

一
つ
は
「
大
学
」
が
二
三
二
年
に
、
初
め
て
C
C
F〈

σ
3
5
2
5
ω
沼
田
可

O
E
B

で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
彼
を
そ
の
参
事
会
室
に

g
u－E
8
2
0
埋
葬
す
べ
し
。
ま
た
他
の

E
2｝
片
山
印
に
属
す
る
な
ら
ば
、
周
廊
に

（お）

丘町
E
m可
O」
と
い
う
一
節
を
も
っ
。
他
は
一
二
二
八
年
六
月
三
日
付
の
教
皇

osmoュ5
同
の
書
簡
で
、
「
向
上
〔
パ
リ
の
〕

g
R
O
E
E
5

か
ら
、
各

p
o
c
E巴

日
門
戸

も
つ
。
前
者
は
神
学
者
と
そ
の
他
と
の
専
門
別
を
、
後
者
は
複
数
の
専
門
別
を
示
し
、
何
れ
も
「
学
部
」
と
読
み
か
え
得
る
し
、
特
に

後
者
は
、
一
二
二
九
年
の
大
逃
散
の
直
前
に
の
み
あ
ら
わ
れ
て
、
そ
の
後
一
二
五
四
年
ま
で
は
用
い
ら
れ
な
い
用
例
と
し
て
注
目
に
価

（

幻

）

（

犯

）

い
す
る
。
二
言
二
年
五
月
五
日
付
、
教
皇
の
5
m
R
E印
同
の
書
簡
は
、
大
逃
散
の
終
結
と
と
も
に
、
ア
ン
ジ
ェ
や
オ
ル
レ
ア
ン
で

］

F
g
E
5
を
取
得
し
た
目
白
m
唱
え
ユ

ω
E
C
5
2
℃
F
苫－
3
0
貯
の
巳
E
E
に
、
パ
リ
で
も
同
等
の
効
力
を
認
め
る
よ
う
に
勧
告
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
も

E
2一Z
M
は
単
数
で
あ
り
、

ハ

Haaurロ
ω
と
同
義
で
は
あ
る
が
、

コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
数
専
門
・
専
攻
の
別
の
存
在

を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
複
数
の

「
学
部
」
ら
し
き
も
の
の
存
在
は
、
用
語
法
か
ら
は

一
二
二
九

i
三
O
年
の
事
件
の
前
後
に

の
み
浮
か
び
上
が
る
と
い
う
、
興
味
あ
る
結
果
が
得
ら
れ
る
。

そ
し
て
恰
度
こ
の
時
期
に
パ
リ
に
集
ま
っ
て
い
た
学
生
は
、
神
学
な
ど

パ
リ
大
学
形
成
期
の
司
白

2
－g印
（
一
二
0
0
1
一
二
五
O
）
（
森

九



パ
リ
大
学
形
成
期
の

FFn己
g目（一二
O
O
i
一
二
五
O
）
（
森
）

一
四
O

の
上
級
課
程
で
は
な
く
、
そ
の
準
備
課
程
で
あ
る
七
自
由
学
科

2
2を
学
ぶ
こ
と
を
望
ん
で
い
（
均
。

上
級
課
程
で
あ
る
神
学
等
と
、
多
く
の
放
浪
学
生
（
門
HFROE
）
を
収
容
す
る
貨
店
ω
と
の
間
で
、
教
会
当
局
は
そ
の

gmwmEユ
の
取

扱
い
を
明
確
に
区
別
し
て
い
た
。
二
二
三
年
に
パ
リ
司
教
は
、
い
わ
ゆ
る
協
約

g
ロ
g
E
ω
E
g
E
B
に
よ
っ
て
、

r
o
E
E
眠
与
に
つ

き
代
償
を
と
り
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
を

B
R
o
－－ωユ
5
に
禁
じ
、
そ
の
代
り
に
、
自
白
m
B
E
が
候
補
者
の
有
資
格
性
を

（
初
｝

立
証
す
る
方
法
に
一
定
の
条
件
を
も
う
け
た
。
す
な
わ
ち
、
神
学
の
場
合
に
は
目
指
－
a
R
の
大
多
数
の
証
言
円
g
E
g
g
－cg
が
、
教
会
法

及
び
ロ
ー
マ
法
仏
R
Z
E
S
E

－om
g
の
場
合
に
は
、
そ
の
適
格
性
を
、
「
講
義
を
な
す
も
の
の
大
多
数
」

g
g
o『
宮
呂
町

m
g
t
z
B
が

「
真
実
の
言
葉
で
述
べ
る
こ
と
」
島
2
5
5
4
0円
σ
0
4
8
E
t目
が
、
医
学
芸
3
5酬
の
場
合
に
は
「
大
多
数
」
が
「
信
を
与
え
る
こ
と
」

岳
店
内
丘
m
g
が

、

（

う

ち

三

人

は

ω
ユg
、
三
人
は
参
事
会
員
H
神
学
の

BmmF21）
の
全
部
ま

宮
田
巴
目
。
ロ
己
自
由
仏
o
n
o召
o
z
－5『
胃
g
z
g
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ

R
Z∞
の
場
合
に
は
、
六
日
ω
m
a
E

た
は
大
多
数
が
、

「
信
を
身
体
に
よ
っ
て
誓
っ
た
上
で
の
証
言
」

る
。
こ
の
こ
と
は
、
神
学
・
法
学
の
自
白
一
色
目
立
に
対
し
て
、
医
学
・
七
学
科
の
そ
れ
ら
が
、
資
格
の
上
で
も
、
処
遇
の
上
で
も
、
裁
然

と
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
頂
点
に
は
、
神
学
の
目
白

m
a
E
が
お
か
れ
て
い
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

法
学
に
関
し
て
は
、
そ
の
後
一
一
二
九
年
に
、
教
皇
国

g
a
－5
E
が
、
一
般
に
は
パ
リ
と
そ
の
周
辺
部
に
お
け
る
ロ

l
マ
法
研
究

の
禁
止
令
と
み
な
さ
れ
て
い
る
教
勅
《

ω
z
u
R
m
u
R己
ロ
ヨ
》
を
出
し
た
。
し
か
し
こ
の
教
勅
は
、
＝
二
五
年
第
四
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議

に
お
け
る
、
各
大
司
教
座
ヨ
o
q
o
u
o
z
E
B
o
n
n一2
5
は
、
一
人
の
神
学
者
円
zoo
－om
g
を
お
い
て
、
神
学
教
育
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
ぬ

（
明
記
）

と
す
る
第
十
一
条
と
、
一
一
六
三
年
の
ト
ウ
｜
ル
公
会
議
に
お
け
る
、
修
道
士
が
世
俗
の
学
問
曲
目

2
百
s
a
E
S
研
究
、
特
に

－om
g
Z
E
U
Q色
g
の
そ
れ
に
従
事
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
第
八
条
の
確
認
が
そ
の
主
文
で
あ
っ
て
、
ロ
ー
マ
法
の
研
究
は
「
よ
り
完
全
に

神
学
に
集
中
せ
ん
が
た
め
に
」

E
1
0
E
5
8
Q
O
B
m
－5
5位
田
宮
昨
日
禁
止
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

以
上
か
ら
我
々
は
二
つ
の
結
論
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。
第
一
に
パ
リ
教
会
側
が
考
え
て
い
た
教
育
機
関
は
、
あ
く
ま
で
も
神
学
の

そ
れ
で
あ
っ
て
、
仮
に
「
学
部
」
の
存
在
を
許
す
と
す
れ
ば
、
神
学
の
そ
れ
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と



は

E
2一
円
自
の
史
料
に
お
け
る
用
例
が
示
す
の
み
な
ら
ず
、
十
二
世
紀
の
参
事
会
学
校
の
存
在
理
由
の
、
最
も
自
然
な
展
開
と
帰
結
と

第
二
に
教
会
法
の
自
白
m
5
5
は
、
神
学
の
そ
れ
と
極
め
て
近
い
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。

で
あ
る
。

こ
の

ω円
件
。
印
の
教
育
が
パ
リ
教
区
の
何
処
で
行
な
わ
れ
で
も
よ
い
の
に
反
し
て
、
「
神
学
と
教
会
法
の

仏

0
2
0目
的
は
、
二
つ
の
橋
の
問
｜
｜
即
ち
シ
テ
島
｜
｜
で
教
え
る
べ
き
こ
と
を
、
宣
誓
の
紳
に
よ
っ
て
し
ば
」
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

こ
と
を
我
々
は
、

一
二
二
七
年
に

て
も
確
認
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

当
初
教
会
側
が
描
い
て
い
た
「
大
学
」
像
は
、
神
学
（
及
び
教
会
法
）
を
教
え
る

Bhwm印
E
5
m
g門
2
に
よ
っ
て
率
い
ら
れ
る
「
講

座
」
群
｜
｜
そ
し
て
こ
れ
ら
は
シ
テ
島
の
、
参
事
会
の
施
設
内
に
存
在
せ
ね
ば
な
ら
な
い
ー
ー
を
頂
点
と
す
る
ピ
ラ
ミ
ツ
ド
構
造
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
大
学
」
が
こ
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
掲
げ
た
二
三
二
年
五
月
五
日
付
教
皇
書
簡
｜
｜

ア
ン
ジ
ェ
や
オ
ル
レ
ア
ン
で
取
得
し
た
目
印
程
印

Eω
円C
C
5
2
匂
宮
古

H
S
σ
F
2］
E
C印
の
一
円

g
g
を
、
パ
リ
で
も
有
効
と
認
め
る
よ
う

指）

に
と
の
勧
告
ー
ー
ー
が
、
当
時
の
神
学
の
目
印
mFaRω
可ヨ
oロ門
H
O
E
Z
5
3
5
0ロ
門
円
〉
E
E
O）
に
宛
て
ら
れ
た
事
実
が
証
明
す
る
。

で
は
、
唯
一
つ
そ
の
存
在
を
推
定
し
得
る

p
g
－Z印
吾

g一omHS
は
、
何
処
か
ら
そ
の
凝
集
カ
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
学
の

（訂）

ヨ
ωmEユ
の
数
は
、
二
一

O
七
年
に
教
皇
宮
口
O
の

g
t
g
g
に
よ
っ
て
、
八
人
に
限
定
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
彼
ら
相
互
間
に
、
均
質
性

と
結
束
と
を
強
く
意
識
さ
せ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
の
教
勅
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
二
二
九
年
か
ら
＝
二
年
に
か
け
て
、
列
。
一
白
ロ
己

（
同

σ
Q
m
E
Cロ0
・
』

O

山
口
母
印
自
己
！
日
一
一

g
の
二
人
に
よ
っ
て
ド
ミ
一
一
コ
会
の
神
学
教
授
の
座
が
、

k
o
g
E
S
母
目
印
一
2
に
よ
っ
て
フ
ラ

（
錦
）

ン
チ
ェ
ス
コ
会
の
座
が
、
シ
テ
島
の
外
に
、
事
実
上
創
設
さ
れ
た
。
こ
の
修
道
会
系
の
講
座
新
設
は
、
シ
テ
島
内
の
「
神
学
部
」
の
結

束
を
さ
ら
に
強
め
、
こ
の
対
立
関
係
は
一
二
五

O
年
の
事
件
に
及
ぶ
。

こ
う
し
て
我
々
は
、
十
三
世
紀
前
半
期
の
バ
リ
に
は
、

一
応
「
神
学
部
」
の
存
在
の
み
を
推
定
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
十

二
世
紀
型
の
司
教
座
聖
堂
付
参
事
会
学
校
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

パ
リ
大
学
形
成
期
の
司
白
nc一
昨
日
（
一
二
0
0
1
一
二
五
O
）
（
森

問



て
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か
俗
信
喪
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Facultas( 11 

1
0
0
-
11 
I同
0
)
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1
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J
v
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j
ν
M
g
r
P. GLORIEUX, ε

誕
R
f
:
:
ε
~
m特
~
時
，
：
：
－
’
揺
さ
や
~
 
It制

E；
締
探
!
l
~
ニ
ν
’
ヤ
レ
：
」
~＇（＋.！~

’
ト
却
理
主
r
G
 

schola, 
ecole 
S
縫
蛍
W
黒
崎
県
ゐ
-RC''¥<U
」1ト’
N
ド
〉
平
；
.;..!o
け
I
)
!J
握
G
’
細
井
早
ゐ
4緑、堕（
_l
匙
+.!l:l重，：：－
G
制
緩
ぬ
j’
11担
J
ν
2客三工心。

P
GLORIEUX, Repertoire des maitres e

n
 theologie de Paris a

u
 X

JJI• siecle, 
2
 vols., 
Paris, 1933

〔~｝ι
G
L
O
R
J
E
U
X
,
M. T. 
.Iv臨
官
’

"V-1;～
.1;G 
magister 己

中
吋
必
-1;+.!
1
 刺
繍
air>
G
 .:t 
-l≪l同
ヤ
〕
。
Id.,
L
e
s
 annees 1242-1247 a

 la 
facult
邑
d
巴
thelogie
d
e
 Paris, 

ds. 
Recherches de theologie ancienne et 

medievale, X
X
I
X
 (1962), 
p. 

234-249
〔
~
ト

GLORIEUX,
L
e
s
 a
n
n
e
巴
s.
 .Iv皆
同
〕
。
Id.,

A
u
x
 origines de la 

Sorbonne, 
I
 Robert d
e
 Sorbon, 
l
'
h
o
m
m
e
 -
le 
college 
-
les 
documents, 

II, 
L
e
 cartulaire, 

2
 vols., 
Paris, 

1965-1966.
〔~｝ιGLORIEUX,

L
a
 Sorbonne .

 
.iv~同

〕
。

Id.,
L
’e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
 a
u
 M
o
y
e
n
 Age. 
T
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 et 
m
邑
thodes
e
n
 

u
s
a
g
e
 a
 la 
fa
℃
ult
邑
d
e
th
邑
logie
d
e
 Paris. 
d
u
 xrn• 
siecle, 
ds. 
Archives d'Histqire doctrinale et 

litteraire 
d
u
 M
o
y
e
n
 Age, 

35 
(1968), 
p. 
65-186.
〔
主
ト
GLORIEUX,

L'ens
巴
ignement.

..>v~,\l;a)° 
Id., 
L
a
 faculte des arts 

et 
ses 
maftres a
u
 X

III• siecle, 
Paris, 
1971. 
〔持紬.，..＞
i歪，
l);a
GLORIEUX, M. T. 

..>vi§'.縫
Repertoire

Q
益
金
税
制
.Iv
F
ν
二
時
G
~

’
GLORJEUX,

M.A. 
.iv普
1沼
J
’司令

magister
止
め
吋
..！＇
.I;+.!
1
 1刺
繍
砂
G
必
必
J同
い
〕
。

（出）
以
葉
tir-v 
G
 -t<~o\>..紙

偽
J
H. 
DENIFLE -

E. CHATELAIN, 
Chartularium 

Universitatis Parisiensぉ
ー
・
ex
diversis 
Bibliothecis 

T
a
伽
larぉ
que
collegit 
... 
,
 t.I, 
1200-1286, Paris, 

1899, reimp., 
Bruxelles, 

1964. 
!lム-1,r,(a~’

持
擦
や

ti
＇）..；~
C. 

.iv~同
J

’
＇）
平
；
!l
似
蜘
綿
恥
~
寝
付
’

°（
－：：－－説

会
J細
管
い
，
o
。
，
＠
＇
.
’
＊
判
長
操
縦
さ
t
u
長｛互主，u

ニ
小
~<tn!lti

’
＋
手
却
事
蛍

1さ
ぎ

G.,..,G
令みJ轄

令
。

－%＋.！
、
「
持
＼
＝
デ
ト
号
、
G;;:;:;E!fti'

~,1:二、p
締
ト
榊
み
と

_l.;..!.,..>G
~
時
帰
。

(
 ~) 
C., 
n° 
230 (1254, 

Februarii, 
4
）
・
.
.
.
Excelsi dextera p

a
r
a
d
i
s
u
m
 
vuluptatis 

o
l
y
m
 plantavit 

Parisius 
v
e
n
e
r
a
n
d
u
m
 

gignasium 
litterarum, 

u
n
d
e
 
sapientie 

fons 
ascendit, 

qui 
in 
quatuor facultates, 

videlic
巴t
theologiam, 

jurisperitiam, 
mediciam, 

n
e
c
n
o
n
 rationalem, naturalem, m

o
r
a
l
e
m
 philosophiam 

quasi in 
iiij0' 
paradysi flumina distributus per quatuor 

m
u
n
d
i
 climata d

巴
rivatus
u
n
i
v
e
r
s
a
m
 terram irrigat et 

infundit, 
.. 
,
 
J
G
 ~<ta !J
.，..＞’
facultates 

制
disciplinas 

!.1
細
ゐ
吋
ν
ドト

{I]J
~

\ ~
 ti
お
二
。

（じ）
C., 
n° 
178. 
(1248, Maii 15.) 

（包）
C., 
Introduction, 

p. 
X
 :
 .目
.
sed nullum alium q

u
a
m
 
(disciplina巴〉

s
e
n
s
u
m
 
hie 
agnoscere possis. 

Denifle 
!l
付
与
二

:::2
’
1J 
G
同g
~
 (consortium 

m
a
g
i
s
t
r
o
r
u
m
 c
u
j
u
s
d
a
m
 disciplinae} 

S
傾
it
印
:¥!t

（
＂
~
’
ト

!l会命令9
G
 ti
’
 111
同同社ト令..！＇

P
長
崎
。

〔C.,
n°246.
〕

(
 ~) 
C., 
n° 
29: Scholaribus Parisiensibus, ... ut is, 

qui cupit ascendere c
a
t
h
e
d
r
a
m
 
magistralem, p

o
s
t
q
u
a
m
 regendi licen-

tiam a
b
 eo, a
d
 quern ipsius collatio P

巴rtinet,
fuerit assecutus, 

concedentis cessione vel 
obitu 
n
o
n
 obstante libere 

possit 



in ea, 
d
e
 q
u
a
 licentiam obtinuit, 

regere facultate
，
ー
Cf.
DENIFLE, a. a. 

0., 
I, 
S. 
71 ;
 RA
S
H
D
A
L
 
op. 
cit., 
I, 
p. 
324, n. 
2. 

を
’
ま
担
当
豆
一
空
回
総
監
。

(
 詩）
C
 ., 
n° 
31 
.
 .
 in o
m
n
i
 facultate silet 

Parisi us v
o
x
 doctorine ... 

(
 
"'1) 
C
 ., 
n°27 :
 ... q
u
o
d
 
.. 
dilecto filio 

magistro M
a
t
h
巴O
d
e
 Scotia ... ut 

in 
theologia docere valeat atque 

11elit .
.
 

discretioni 
vestre 
per 
apostolica 

scripta 
m
a
n
d
a
m
u
s
,
 quatinus 

m
a
g
i
s
t
r
u
m
 diligenter 

examinetis, 
et 
si 
e
u
m
 i
d
o
n
e
u
m
 

repp
巴reritis
a
d
 d
o
c
e
n
d
u
m
 m
ル
culate
predicta, 

moneatis 
cancellarium 

m
e
m
o
r
a
t
u
m
,
 ut 
id 
faciendi 
licentiam 

benigne 

concedat e
i
d
e
m
 ... 

Mathieu d
’Ecosse 
!.1
や
ニ
ν::t:!
GLORIEUX, 

M
T
.
,
 n°553.
総
監
。

(
m
 

111
同
E
叶

~1ff1: ：」’
「
震
が
J
~
二
’
F

disciplina
偽

J謀
J
ν
E
ニ
々
ζ

.，＇..！ llf~ti
長

~11..\J
摺

!.lf;;;吉
玉~－.r 与二時。

C., 
n°32 (1219, 

N
o
v
e
m
b
r
i
s
 
16) 
in 
theologica 

facultate, 
C., 
n°41 
(1221, 
Aprilis 
2) 
:
 ad d
o
c
e
n
d
u
m
 n
o
n
 solum 
in 
aliis 

facultatibus 
set etiam in theologia ,

 C., 
n°44 (1221, Maii 4), 

in 
theologica facultate. 

C., 
n°75 (1230, Maii 10). 

theologice 

facultatis 
studia 
et 
cujuslibet 

discipline 
scolastice 

d
o
g
m
a
t
a
;
 
C., 
n°79 
(1231, 
Aprilis 
13): 
Magistri 

vero 
et 
scolares 

theologie in 
facultate 

q
u
a
m
 profitentur se studeant laudabiliter exercere, 

.
 
,
 C., 
n°98 (1233, 

Martii 7) 
in 
theologica 

facultate regenti; 
C., 
n°107 (1235, 

N
o
v
e
m
b
r
i
s
 28): in 
theologica facultate ;

 C., 
n°111 (1237, 

Januarii 26) 
q
山
in
theolo-

gica doceat facultate; C., 
n°156 (1246, Juni 13): a

d
 facultatem theologicam desideres te transferre; C., 

n°157 (1246, Junii 

19)・: 
in 
theologica 

facultate, 
C., 
n°158 
(1246, 
Junii 
26): 
theologic

巴
facultatis;

C., 
n°185 
(1249, 
Martii 
26) 
:
 ..
.
 pro 

audienda th
巴
ologica
facultate, .

 .
 
in
巴a
d
e
m
facultate 

Parisius; 
C., 
n°191 
(1250, 
Maii 30) 

in 
theologica facultate; 

C., 

n° 
200 (1252, m

e
n
s
e
 Febrario) .

 
ne aliquis bachelarius in theologica f反

cultate
promoveatur ad cathedram ：，仁，

n°227
(1254, 

Januarii 28): 
studium 
.
 
scolaribus a

p
u
d
 S
a
n
c
t
u
m
 B
e
r
n
a
r
d
u
m
 in 
theologica facultate 

stud
巴ntibus;
C., 
n°228 (1254, 

Januarii 28) 
studium ... scolarium a

p
u
d
 S. 
B
e
r
n
a
r
d
u
m
 in theologica facultate studentium 

;
 C., 
n°229 (1254, Januarii 

28) .
 
scolares Parisius a

p
u
d
 S. 
B
e
r
n
a
r
d
u
m
 ... 
in 
theologica facultate 

studentes. 

（お）
C., 
n°45 (1222, Maii 31) 

in 
aliqua facultate, 

C., 
n°99 (1233, Aprilis 27). .

 .
 
ut in 
civitate cujuslibet facultatis studia 

plantarentur; 
C., 
n°101 (1234, Aprilis 3): in qualibet facultate; C., 

n°219 (1253, m
e
n
s
e
 Aprili, Septembris 2): 

in 
q
u
a
c
u
m
-

q
u
e
 facultate. 

艇
事
証
拠
匪
ニ
ν
報
酢
E
騒
宝
毒
劇
i時
ヤ
華
料
0°
C., 
n°22 (1215, 

Novembris 30): 
in aliis, 
q
u
a
r
u
m
 sufficere poterunt 

faculates .
... in g
r
a
m
m
a
t
i
c
a
 fac1dtate ,

 C., 
n°54 (1227, Aprilis 28) :

 
.
 
et in fundamento artium gloriosas superedificans 

facultates 
decora se structura munivit, ... ;

 C., 
n° 
176 (1247. 

Decembris 21) :
 ... 
quatinus universi et 

singuli 
terminis 

antiquis scientiarum et facultatum, .
 

（詩）
C., 
n°14 (1212, Januarii 20) ・

c
u
m
i
n
 personam, n

o
n
 in facultates, 

vindicari requirat excessus, C., 
n°20 (1215, m

e
n
s
e
 

ミ
＝
斗
〈
妙
高
主
蛍
寂
εFacultas(

Ii 
1
0
0
-
Ii 
I同
0
)
（様）

I
 siill 



て
＝
テ
-K紗

持
主
蛍
喪
~
F
a
c
u
l
t
a
s
(
 11
1
0
0
-
]
 I
 I同
0
)
（様）

I
 gr因

Augusto): durn facultatem habeat requirendi; C., 
n°49 (1224, post April. 14): 

Quia michi m
o
d
o
 nuntii 
facultas occurit; 

C., 
n° 
156 
(1246, Junii 13). auctoritate 

tibi 
apostolica c

o
n
c
e
d
i
m
u
s
 facultatem; C., 

161 (1246, Octobris 11). c
o
n
c
e
d
i
m
u
s
 

facultatem ,
 C., 
n° 
177 (1247). 

.
 .
 et tante edificationis sumptibus 

n
o
n
 sufficiunt facultates .. 

当TI'l!r~
I
 2誕
:g'lie 
;1;1:1 制
.fi王
子
。
ゆ
る
-R

,=,-A)_jν
’
会
や
ν
~
Boetius 
!1
懸キ）

•i' .. ヰ
’
雌
射
や
さ
’
十

11］辛1~1
冨
俳
（

1111110
一
国
O
社
~
）

S
て＝－－！く排

u.;.q士
吋

l
鰻

~IIト芯抑~母子（＇！
AJ_jν

’
GLORIEUX,

L
a
 Sorbonne, 

I, 
p.11,n 24

俳
誌
：
出
回
」
ν
ニ
＋.！（
D
e
d
ぉ
α
'plzna

scolarium )
 ~' E悔

~i=F:'.~ヒ
肋
ヰ
ヰ

＋.！。（P
s
e
u
d
o
-
B
o
邑ce,
D
e
 Dismplina Scolarium, Mtion critique, 

introduction et 
notes, 
par Olg a

 
W
E
I
毘
RS,
Leiden一
Koln,
1976.) 

〔~lι
Ps一Bo占ce

AJ
醤＇，
¥Pa
〕。
・Ps
一
B
o
占ce
E；主自事包
4ト餐
4オ
叶
と
!1
や
ニ
ν
ti'
Id. 

5
 sqq.
品
j’（
facultas)

ε
 lie
斑
!1
や
ニ
ν
ti
’
Ps
Boece, 
A
v
.
 1, 
p. 
93; 1, 
4, 
p. 95; 4, 
8, 
p.110. 4,16,p. 113; 4, 

18, 
p. 
114; 4, 

20, 
p. 
114; 4, 
23, 
p. 
115, 4, 
25, 
p. 
116; 4, 
27, 
p. 
117; 4, 
29, 
p. 
118, 4, 
32, 
p. 
119; 5, 
5, 
p. 
121; 5, 
9, 
p. 
122, 5, 
10, 
p. 
123, 

6, 
21, 
p. 
129, 6, 
29, 
p. 
133; 
6, 
31, 
p. 
133 ;
 6, 
32, 
p. 
133; 6, 
34, p. 
134. 

-1(<.1~叫
。

（同）
C., 
n°42 (1221): ... pro quolibet magistro; cujuscumque facultatis 

fuerit d
e
 nostris, 
qui in 
officio 
regendi Parisius 
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u
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Cf. 
p
目5
et 
144. 

（寓）
C., 
n°16 (1213, 

m
e
n
s
e
 Augusto). 

（お）
C., 
n°32 (1219, N

o
v
e
m
b
r
i
s
 16). 
Cf. 
DELHAYE. op. 

cit, 
p. 
57-58. 

（問）
C., 
n°22 (1215, 

N
o
v
e
m
b
r
i
s
 30) .
 Concilium Lateranense IV, 

c. 
11, 
D
e
 magistris scholasticis, ds. 

MANSI. Sacrorum 
con
α
'liorum 
nova et 
a
mρJお
sima
collectio, 
t. 
22, 
col. 999. 

,
 
J
 
S
長｛回
ti
’
I
I..μ
再
社
E;;'
’
ぬ
官
緑
樹
鮮
側
ecclesia
cathedralis 

!l
’
司
Tij諮
総
司
11ε
酬
饗
榊
＋.！
-1-£' 
A
l
 scholares pauperes 

-1(<.1様
吋
f'('!+.! 

~
 !l' 
magister 

（
卦
総
）
-1(<.1 
.. 耳

"V'~
小

!l
，＆~＋.！

織
川

lト
1ト

lト
＼



<441目
需
星
組
長
十
〈
婦

!.1害
容
。
思
主
,-op~t.('•r-°

Concilium 
Lateranense 

lll, 
c. 
18, 
U
t
 
praelati 
provideant 

magistris 
scholarum 

necessaria, 
ds. 
MANSI, 
id., 
t. 
22, 
col. 227-228.

持
者
-¥W!!
X, 5, 
5, 
1. 
!l
堅
m量
的
♀
二
時
’
J
A
l
 !l
ム色
（＇ν
’
リ
FJ!.1 .，.：，－＆＿.二 ＋.！ 請露骨n:~

i能薬’
licentia
docendi，ε
 l集担
語
f:!;::illl='GK

ぬ
A
l
A
)
.
,
;
,
 !l
’
町
緑
樹
酬
判
た
ぬ
跡
司
目
指
ト
経
E；
「
業
！
持
斑
J
S
主
日
銀
会
J礎控＿＿）

＋.！
。
Cf.
DELHAYE, 

op. 
cit., 
p. 50. 

（沼）
Concilium Turonense, c. 

8, 
U
t
 religiosi saecularia studia vitent, ds. 

MANSI, 
ibid., 
t. 
21, col. 
1179. 
I§: 
I
挺
似
な
れ
1-&
!.1' 

I
 I
 111兵
叶
S
華
奈
川
小
tト
ト
＂
－
＜
44¥i
縫
主
張
状
延
長
!.1
害容の。
Concilium

Lateranense II, 
c. 
9, 
U
t
 m
o
n
a
c
h
i
 et 
regulares canonici, Jeges 

temporales et m
e
d
i
c
i
n
a
m
 n
o
n
 discant, ds. 

M
A
N
S
I
,
 ibid., 
col. 528. 

（
お
）

1~
：国＜

r
n
総
監
。

（同）
C., 
n°55 (1227, N

o
v
e
m
b
r
i
s
 22
）
・
.
.
.
ut theologie decretorumque doctores ad r

e
g
e
n
d
u
m
 inter duos pontes astring1s 

vinculo juramenti. 
Propter q

u
o
d
 et si 
doctores artium ・de Jicentia ipsorum regant in 

predicta parrochia, theologie t
a
m
e
n
 

et 
decretorum doctores n

o
n
 audent regere in 

e
a
d
e
m
,
 u
n
d
e
 n
o
n
 sol u
m
 honori, sed etiam utilitati 

monasterii sui p
l
u
r
i
m
u
m
 

derogatur. 
Cf. 
C., 
n°56 (1228, 

m
e
n
s
e
 Maio). 

（
お
）
湿
：
出
（
詩
）
。
S
y
m
o
n
d
e
 Alteis 
.!1
や
ニ
ν
！！
'
 GLOCIEUX, M

.
 
T. 
n°138 ;
 M. 
A., 
n°601. 
'
J
G
 magister

竺
却
li!r
ト
ト
ト
入
G

d
o
y
e
n
ト
川
ト
入
S
chanoine P

~
 Fν
’ミ
P
G
 chanoine 

P
 ！！
会
合
会
（
＇
.(!o
例
＋.！
'
 J
 
S
制E革I!
ti’
S
y
m
o
n
 !l
設
が
時
恒
i縫
E；ぉ
4ロレ

ペ
ε
’
て
p
G
 cancellarius

ど
S
走
念
品
14
特
定
＋.！.，，；，
巴；千
Jti
ヤ
ニ
。
ま
ざ
や
ν
，J.;;-1'Gl時制＜

-R
-1'
’
震
え
ゆ
magistri
ゐ
’
同
!.11"-¥-'
E；
継
:i$

!.1~
ニ
ν

’
artes

命
physica
G
 magistri 

o¥{'l何
仰
い
令
。
.go¥{'!.,;,Fν
ニ
4.!

Al
主~荒喜

__ll'!.[t,-oo 

（お）
C., 
n°5 (1207, N

o
v
e
m
b
r
i
s
 14). 

（
窃
）
Roland d
e
 C
r
e
m
o
n
e
 .!1
や
ニ
ν
さ
GLORIEUX,

M
.
 T. n°1, M

.
A
.
,
 n°554; 
Jean d
e
 Saint Gilles 

!l
や
ニ
ν
ti
’Id.,
M
.
 T. n°3 ;

 

M. 
A., 
n°513, 
A
l
e
x
a
n
d
n
e
 d
e
 Hales 
.!1
や
ニ
ν
ti
’
Id., 
M
 
T
,
 
n°301 ;
 M. 
A., 
n°593. 

よ‘
~
1
J
G
亜

Gl骨
建
立
や
ニ
ν

ti ’
P

M
A
N
D
O
N
N
E
T
,
 
D
e
 l’mcorporation d

e
s
 Dominicains dans l’ancienne Universite de Paris, 

1229 
1231, ds. 

Reiue Thomiste, 

I¥/ 
(1896), 
p. 
133 
170. 
Cf. 
R
A
S
H
D
A
L
L
,
 
o戸
α
"t..
I, 
p. 
372 sqq. 

ロ

て＝－
-1く
緋
E；
「
許
諾
J
:!!' 
-I<
え
小
川
区
ム
）
..!.i’F
ヤ
士
道
〈
誕
ω
、p
や
ν
’
也
是
正
宕
!1
華
白
星
」
ν
ニ
＋.！
千ノベベ、，
l"'-R
。
M
i
c
h
a
u
d
-
Q
u
a
n
t
i
n
 

て＝テ
4く
緋
自
主
蛍
寂
GFacultas(

I
 I 10
0
-
I
 I 1同
0
)
（係）

I
 si同



パ
リ
大
学
形
成
期
の
F
R
E
H
E
（一二
0
0
1
一
二
五
O
）

（森）

一
四
六

は
合
包
括
同
団
体
自
》
一
般
の
機
能
の
有
無
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
、

ω
相
互
宣
誓
招
『
B
O
E
g
z
z
o一
裁
治
権
と
こ
れ
に
基

づ
く
自
己
規
制
官
ユ
径
の
巴
o
p
m
z
z
z
ω

共
有
財
産
の
有
無

ω
印
璽

mFMWEB
保
有
権
の
有
無

ω
訴
訟
代
理
人
の

（
却
）

依
託
権
門
同
位
置
さ

oロ
骨
目
印
吉
島

g
o
c
胃
o
n
E
g
B
を
あ
げ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
「
大
学
」
の
成
立
要
件
と
し
て
、

ω
の
相
五
宣
誓
に

（伺）

つ
い
て
は
、
旧
拙
稿
で
明
ら
か
に
し
た
が
、
「
学
部
」
の
そ
れ
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

ωの
共
有
財
産
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
「
大
学
」

の
共
有
財
産
は
認
め
得
る
が
、
「
学
部
」
の
そ
れ
は
認
め
難
い
。

ω
公
訟
代
理
人
依
託
権
に
関
し
て
は
、
教
勅
《
0
5
ω
E
g
g－印》

の
重
要
性
に
ふ
れ
つ
つ
、
す
で
に
述
べ
た
が
、
二
一
三

O
年
八
月
に
、
当
時
の
大
紛
争
を
め
ぐ
る
訴
訟
の
た
め
に
、
大
学
を
代
表
し
て
ロ

ー
マ
に
赴
い
た
の
は
、
当
時
間
百
回
の
目
白
色
件
。
円
で
あ
っ
た
』
g
ロ
℃
お

5
と
、
神
学
の
自
白

mF20円。。門町内町
OE仏
何
回

uoEoa
と、

ま
だ
ブ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
会
に
入
っ
て
は
い
な
い
が
、
す
で
に
神
学
の
ヨ
白
血
紅
白
官
同
と
な
っ
て
い
た

E
Z白ロ
as色。甲山
ω－2
の
三
人
で
あ

（
山
旬
、
こ
の
代
表
権
が
「
神
学
」
に
相
当
な
比
重
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
大
学
」
そ
の
も
の
に
属
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(2) 

我
々
は
残
る
諸
点
を
、
〈
ぬ
円
m
R
が
「
大
学
」
の
法
人
格
を
問
う
た
方
法
に
な
ら
っ
て
、
次
の
よ
う
に
聞
い
な
お
し
た
い
と
思
う
。

帥
「
学
部
」
は
、
自
ら
成
員
を
選
ん
で
い
た
か
（
人
事
の
問
題
）
。

凶
WC

 
μ山V

「
学
部
」
は
‘
自
ら
内
部
規
制
を
行
っ
て
い
た
か
（
規
約
の
問
題
）
。

「
学
部
」
は
、
自
ら
内
部
規
制
の
た
め
の
役
職
者
を
選
ん
で
い
た
か
。

（叫）

「
学
部
」
は
、
印
璽
を
有
し
、
且
使
用
し
て
い
た
か
。

a
 

パ
リ
の
神
学
自
ω虫
色
ユ
の
数
は
、
一
二

O
七
年
に
教
皇
－

E
R
s
t
g
呂
に
よ
っ
て
、
「
多
く
の
必
要
ま
た
は
益
が
要
請
し
な
い
限

（
必
）

り
」
、
八
人
に
限
定
さ
れ
た
。
多
く
の
大
司
教
座
・
司
教
座
に
お
い
て
、
常
置
の
神
学
者
は
一
人
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
教
勅
自
体
、

数
の
増
加
が
質
の
低
下
を
ま
ね
き
か
ね
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
十
二
世
紀
以
来
の
パ
リ
に
お
け
る
神
学
の
隆
盛
を
し
の
ば
せ
る



も
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
現
状
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

（
日
咽
｝

。－
o円5
C
M
は
、
一
覧
表
を
作
製
し
て
、
こ
の
年
度
の
神
学
自
白
砲
丸
ユ
を
正
に
八
人
数
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
中
の
一
人
が
当
時
す

で
に

5

8凹
Z
円
に
な
っ
て
い
た
か
否
か
に
は
疑
問
が
ん
円
、
我
々
は
さ
ら
に
、

ω
ω
5
7
5
2
2
の
の
E
8
5
0
a
m
cロ
σ円
で
あ
っ
た

g
m
Z
5
3
0
5
8
0包－
g
の
他
、
何
人
か
こ
の
時
期
に
自
信
∞
豆
で
あ
り
得
た
人
物
を
数
え
る
こ
と
が
出
来
日
開
。
従
っ
て
こ
の
定
数

を
実
現
す
べ
く
、
教
皇
の
意
志
が
こ
の
教
勅
の
宛
先
で
あ
る
パ
リ
司
教
を
経
て
、
パ
リ
の

E
R
o－－
2
5
に
伝
え
ら
れ
た
際
に
、
教
皇

自
身
こ
の
ヨ
ω包
印
豆
団
の
一
員
で
あ
っ
た
だ
け
に
、

gロ
8
－E
ュ5
同
uag目
立
ロ
は
相
当
の
努
力
を
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

教
皇
国
8
0
2
5
昌
は
、
二
ご
八
年
に
冨
主
Z
5
母
印
。
。
巴
ω
を
推
薦
し
た
際
に
、
上
記
の
教
勅
の
存
在
を
充
分
に
意
識
し
な
が

ら
、
こ
れ
に
と
ら
わ
れ
な
い
柔
軟
な
対
応
を
要
請
し
た
。
こ
の
推
薦
状
は
、
パ
リ
の
三
神
学
自
呂
田
印
豆
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
。
即
ち

E
R
B
色。

p
u
o
C
0・
0
巴
E
C
E
O
仏

o
g
E
円円〉
H
n
F
p
m
R
E丘
で
〉
ロ
m一
色
白
で
あ
る
。
同
UFO『円。【
Honω
℃
ozo
は
、
ソ
ワ
ソ
ン
、
つ
い

で
サ
ン
ス
の
参
事
会
員
で
あ
り
、
一
一
二
九
年
四
月
二
五
日
に
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
総
主
教
に
、
同
時
に
聖
ジ
ヨ
ル
ジ
ュ
の
助
祭
枢
機

の
C
E
E
E
O
門
町
℃

Oロ件円円〉
R
F
O
の
所
属
し
た
参
事
会
は
不
明
で
あ
る
が
、
彼
は
一
一
二
八
年
に
、
リ
ジ
ウ
の
司
教
と

卿
と
な
っ
た
。

な
っ
て
い
る
。

担
岳
民
乱
－
－

E
m
E回
は
リ
ン
カ
ー
ン
の
、
あ
る
い
は
レ
ス
タ
ー
の

g
R
o－－
g
5
か
、
あ
る
い
は
一
二
二
六
年
に
ボ

ロ
｜
ニ
ア
の
貨
の
在
任

R
8
5で
あ
り
、
法
学
の

5
m
g
m
で
あ
っ
た
同
名
の
人
物
と
同
一
視
さ
れ
得
ぷ
↑
こ
の
教
皇
の
推
薦
に
関
与
し

た
も
の
は
、
伺
れ
も
パ
リ
の
参
事
会
員
で
は
な
く
、
し
か
も
西
欧
教
会
内
で
枢
要
の
地
位
に
つ
き
得
た
人
物
で
あ
る
。
パ
リ
の
神
学
の

人
事
は
、
果
し
て
こ
の
時
期
に
、
パ
リ
の
「
神
学
部
」
の
意
志
の
み
に
よ
っ
て
動
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

zoロ
。
江
口
印
国
は
、

一
一
二
九
年
に
パ
リ
の

R
a
R
g
に
宛
て
て
、
そ
の
後
の
人
事
の
基
本
原
則
と
も
な
る
書
簡
を
送
っ
た
。
こ
の

書
簡
に
よ
れ
ば
、
誰
か
学
生
が
教
授
資
格

r
S
E
r
－o
m
g佳
を
求
め
、
こ
れ
を
取
得
し
た
が
、
そ
の
聞
に
「
当
該
認
定
権
限
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
」

ω
a
D
C
O
B
－℃包
5
8
E
E
o
宮
ユ
g
a
o
金口
O印
。
仲
良
が
死
亡
し
、
あ
る
い
は
不
適
格
者
に
そ
の
座

2
5
0島
ω

自
白
色
印
可
m
・
8
吾
包
E
B
ω
m紅白丹
E
E印
を
譲
っ
た
場
合
に
、
こ
の
請
求
者
は
、
「
後
継
者
」

2
2
0
8
0円
の
異
議
に
拘
ら
ず
、
「
後
継
者
」

パ
リ
大
学
形
成
期
の
司
mwn
己
胃
白
白
（
一
二

0
0
1
一
二
五
O
）
（
森
）

一
四
七



パ
リ
大
学
形
成
期
の

F
R
c－g
印
（
一
二
C
O
l
－
二
五
O
）
（
森

一
問
八

が
そ
の
も
の
に
、
「
講
座
運
営
」

5
m
g全
5
回
目
。
ロ
を
拒
否
す
る
に
足
る
障
碍
が
あ
る
こ
と
を
立
証
し
な
い
限
り
は
、
資
格
を
取
得
し

た
後
に
、
「
当
該
認
定
権
限
が
あ
る
も
の
」
と
同
じ
専
攻
貯
の
己
訂
印
に
お
い
て
、
自
由
に
講
座
運
営
が
出
来

M
r

こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
資
格
認
定
の
権
限
を
有
す
る
も
の
と
は
、

自白
m
E
R
5
m
g
m
を
指
す
も
の
と
解
せ
ざ
る
を
得
な

ぃ
。
そ
し
て
こ
の
原
則
に
は
、

＝
二
三
年
の
「
協
約
」
が
先
行
す
る
。
こ
の
「
協
約
」
は
ヨ
ω
m
Eコ
が
一
定
の
条
件
の
も
と
に
推

薦
す
る
候
補
者
に
対
し
て
は
、
自
己
わ
ゆ
一
－
R
E∞
が

znODE－
賦
与
を
拒
否
し
得
ぬ
こ
と
を
規
定
す
る
と
同
時
に
、
特
に
神
学
に
つ
い
て
は
、

適
格
性
を
認
め
た
も
の
に
ロ
g
E
S
を
賦
与
す
る
権
限
を
、

5
m
m
E
Z
の
証
言
の
有
無
に
拘
ら
ず
、

S
D
O
O
Z
E己
印
に
保
留
し
て
も
い
る

（

回

）

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
発
生
し
得
る
の
は
、
人
事
の
二
元
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
も
ノ
ー
マ
ル
な
場
合
に
は
、
あ
る
神
学
ヨ
mwmH
印
円
。
『
円
。
宮
口
∞
が
、

学
生
の
資
格
認
定
を
行
な
い
、

S
R
O一
一
自
己
凹
は
、
そ
の
こ
と
を
大
多
数
の
神
学
目
指
－
∞
豆
諸
官
E
g
が
証
言
す
る
の
を
待
っ
て
、
資
格

の
賦
与
を
行
な
う
。
こ
う
し
て
生
れ
た
新
自
白
自
己
負
が
、
新
た
に
日
常
日
と
し
て
そ
の
師
の
講
座
を
約
束
さ
れ
た
と
し
て
も
、
他
方

で
の

S
B
E
ュ5
が
、
独
自
の
判
断
で
、
他
の
適
格
者
に
資
格
の
賦
与
を
行
な
い
得
た
し
、
ま
た
ヨ
ω笹田円四円円
0
m
g印
が
、
そ
の
座
を
、

勝
手
に
不
適
格
者
に
譲
る
場
合
も
あ
り
得
た
。
こ
う
し
て
一
「
講
座
」
に
複
数
の
目
指
互
ユ

5
m
g門
g
が
存
在
し
得
た
の
で
あ
る
。

こ
の
際
に
、
日
昌
広
E
5
m
gけ
四
回
の
数
が
限
定
き
れ
て
い
る
こ
と
は
非
常
な
困
難
を
も
た
ら
す
。
加
え
て
、
神
学
目
指
互
コ
の
大
多

℃

Eozaω
を
得
る
と
い
う
必
要
条
件
は
、
人
事
を
極
度
に
困
難
な
も
の
に

数
が
、
聖
職
者
と
し
て
、
何
れ
か
の
参
事
会
員
と
な
り

し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
対
す
る
解
決
は
、
神
学
講
座
増
と
ヨ
ω包
ユ
数
の
急
増
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
。
一
一
二
八
年
か
ら
一
二
年

（
町
田
）

に
か
け
て
、
神
学
講
座
数
は
計
十
二
に
達
し
た
。
し
か
も
講
座
を
も
た
ぬ
ヨ
お
豆
ユ
や
、
二
人
以
上
の
ヨ
お
－
2
1
5
m
o己
2
を
も
っ
講

座
の
出
現
も
あ
り
得
ぬ
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
さ
な
か
に
出

O
Bコ
5
E
は
、
ド
ミ
ニ
コ
・
ブ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
両
会
の
パ
リ
へ
の
進
出
を

積
極
的
に
助
け
、
そ
の
結
果
、
十
二
講
座
の
う
ち
の
三
は
、
両
修
道
会
の
手
に
移
っ
た
の
で
あ
る
。

一
二



（

弱

｝

は
三
人
で
あ
る
パ
リ
の
参
事
会
員
は
四
人
、
そ
の
他
は
ブ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
会
士
一
人
、
ド
ミ
ニ
コ
会
士
三
人
、
そ
の
他
も
然
る
べ
き
教

会
の
地
位
と
経
歴
と
を
も
っ
て
い
詞
「

一
二
四

0
年
代
の
状
況
を
、

（

関

｝

o－oEOCM
は
∞

z－－
E
E－－民－

HUSN－
H勾
ON
に
基
づ
い
て
再
現
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
ら
は
無
名
の

一
学
生
の
ノ

l
ト
で
あ
る
が
、
の
－
0
5
C
M
は
仮
に
、
こ
の
学
生
を
河
川
凶
oz－門
Honoぽ
σ
E
m
o
に
擬
し
て
い
る
。
こ
の
学
生
は
、

参
事
会
員
で
、
後
に
ト
ゥ

l
ル
の
大
司
教
と
な
る
虫
食
店
品
。
「
間
口
σ色
町
の
講
座
に
属
し
て
い
る
が
、

E
E
5
0
と
な
り
、
翌
年
に
は

σ
R
Z
E
O円印
g
Z己
尽
可
。
と
な
り
、

パ
リ
の

一
二
四
五
年
に
は

σ
R
F
o－－
R

な
る
こ
と
な
く
、
ブ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
会
に
入
り
、

つ
い
で

B
昌
一
時
田
仲
買
と
な
っ
た
。
し
か
し
彼
は
つ
い
に

s
m
o
B
に

（印）

一
二
四
九
年
に
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
移
っ
た
。

我
々
が
こ
の

2
0ユOCM
の
論
文
で
興
味
を
ひ
か
れ
る
の
は
む
し
ろ
、
こ
の
学
生
の
チ
ュ

l
タ
ー
で
あ
っ
た
、

σ仰
の
｝
M
O
－－o『
列
。
ロ

ω口弘

円

HO
同uOENg－g
（
〉
岳
一
自
己
O
同u
E
O
R
E
s
i－－
ω）
に
対
し
て
で
あ
る
。

彼
は
同
UFO円円。仏
O
F
m
W
E
E－－
o
の
講
座
の

gnzoEO円
で
あ
り
な

g
R
O一一
E
C印
可
高
円
何
回
uoZ汁
の
死
と
と
も
に
、
そ
の
後
を
襲
っ
て
日
高
E
R
S－
一
民
ー
と
な
る
。

（
回
世
｝

ロ
0
2由
。
は
、
昇
任
人
事
問
題
（
P
0
5
2
5
5吟
ωmo
）
こ
そ
が
、
パ
リ
で
は
、
「
学
部
」
形
成
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
と
考
え
た
が
、
こ
う
し

一
二
四
六
年
に
、
当
時
の

が
ら
、

た
二
講
座
に
ま
た
が
る
人
事
に
は
、
諸
講
座
の

5
m
m
E
B
の
意
志
疏
通
を
次
第
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
た
状
態
は
、
一
面
で
は
神
学
ヨ
ω担
∞
豆
の
繁
栄
を
示
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
一
二
四
五
年
三
月
六
日
付
教

皇
宮
口
R
O
E
E印
喝
の
書
簡
が
水
を
か
け
た
。
こ
の
書
簡
は
、
パ
リ
の

B
R
o－－
ω江戸訪問
UFR5日
uo同
体
に
宛
て
ら
れ
た
が
、
内
容
は
一
二

三
九
年
四
月
一
日
付
パ
レ
ス
ト
リ

l
ナ
司
教
枢
機
卿
・
教
皇
特
使

V
g
g印
の
、
パ
リ
の
の
自
g
－
百
三
回
開
邑
g
門H
o
n
g
Z
2
8
5
宛

の
書
簡
と
重
復
す
る
。
後
者
は
、
パ
リ
に
お
け
る
学
生
の
宿
舎
費
の
高
騰
妨
止
を
目
的
と
し
、
「
パ
リ
の

B
お
豆
江
あ
る
い
は

R
F
O
E
B印

の
何
人
も
、
他
人
の
宿
舎
を
、
そ
の
住
人
が
、
明
白
な
悪
意
な
し
に
こ
れ
を
保
持
す
る
こ
と
を
欲
す
る
限
り
は
、
借
り
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
禁
令
を
「
各
講
座
」
に
公
布
す
る
こ
と
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

っ
、
前
記
「
他
人
の
宿
舎
」
の
後
に
「
あ
る
い
は
諸
講
座
を
」

一
二
四
五
年
の
教
皇
書
簡
は
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
つ

ω
E
m
g
E∞
を
加
え
、
さ
ら
に
「
宿
舎
で
あ
れ
講
座
で
あ
れ
、
た
ま
た

パ
リ
大
学
形
成
期
の
P
R
Z
F
B
（
一
二
O
O－
－
二
五
O
）
（
森

一
四
九



一五

O（
飽
）

ま
複
数
を
持
っ
て
い
る
場
合
に
も
、
そ
れ
ら
を
他
人
に
、
よ
り
高
い
備
で
貸
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
付
け
加
え
た
。
こ
の
命
令
は
一
般

パ
リ
大
学
院
聖
母

2
仰のロ－

gご
8ol－－一五
O）

（森）

に
、
一

s
a
E
R
が
単
一
講
座
を
持
つ
べ
き
こ
と
を
定
め
て
は
い
る
が
、
講
座
が
単
一
自
白
飼
い

a
R
S
m
o
g
し
か
も
ち
得
な
い
こ
と
を

｛臼）

定
め
た
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
本
拙
稿
の
は
じ
め
に
掲
げ
た
大
学
像
は
、
ど
う
や
ら
一
二
四
五
年
の
教
皇
書
簡
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
裏
づ
け
を
得
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
命
令
の
公
布
・
実
施
は
の

E
g－－包
5
の
責
任
で
あ
っ
た
。

学
生
下
宿
と
併
記
さ
れ
得
る
臼
♀
o－B
と
は
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
記
三
二
九
年
の

Z
S
R
E
z－
－
書
簡
の
内
容
と

照
合
し
て
み
る
こ
と
に
よ
り
、
我
々
は
こ
の

R
F
O
E－
g
吾
E
E
E
ω
盟
国
可
色
白
の
本
来
的
な
性
格
に
近
づ
き
得
る
。
こ
れ
ら
は
株
に
他

な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
神
学
に
関
し
て
は
特
に
、
そ
の
専
門
分
野
の
特
性
か
ら
来
る
制
約
と
と
も
に
、
数
の
制
約
を
う
け
て
い
た
だ

け
に
、

g
R
O
E
S－
∞
は
そ
の
人
事
、
す
な
わ
ち
講
座
の
株
の
処
置
に
慎
重
な
配
慮
を
加
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
講
座
」
一
般
を
対
象
と
し
た
こ
の
命
令
の
適
用
は

m
E
g
に
つ
い
て
さ
し
た
る
困
難
を
伴
い
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
神
学
に
は

顕
著
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
一
二
四
八
年
五
月
一
八
日
に
、
「
タ
ル
ム
ッ
ド
」
の
有
害
宣
告
が
、
教
皇
使
節
・
ト
ゥ
ス
ク
ル
ム
司
教
枢
機

卿
や
パ
リ
司
教
の
臨
席
の
下
に
下
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
た
づ
き
わ
っ
た
神
学
の
宮
山
m
E江
は
十
一
名
で
、
内
訳
は
、
ブ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ

会
士
一
、
ド
ミ
ニ
コ
会
士
三
、
パ
リ

S
ロ
no－－
ω円
呂
田
と
参
事
会
員
そ
れ
ぞ
れ
一
、
モ

l
の

R
n
F荏
R
g
g
一
、
参
事
会
員
職
の
記
載
の

（
筋
）

な
い
も
の
四
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

B
m寄
g
品
mz－5
3
の
増
加
に
対
し
て
、
目
白
同
門
円
g

師。g
E
o
g
の
退
潮
が
目
立
ち
、
後
者
の
う
ち

目

u
E
o
Zロ
骨
を
も
た
ぬ
も
の
が
四
人
も
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
宣
告
に
た
づ
き
わ
っ
た
教
会
法

B
お
E
E
は
十
四
人
で
、
そ
の

（
血
田
）

う
ち
四
人
が
参
事
会
員
職
を
も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
他
の
証
人
五
人
｜
｜
何
れ
も
自
白

m
E円F
E
E
S
－
ー
の
う
ち
の
四
人
が
明
白
に
参

事
会
員
職
を
も
っ
て
い
る
事
実
は
、
神
学
の
自
毎
日
∞
拡
2
z
o
g
の
状
況
を
ま
す
ま
す
異
常
な
も
の
に
見
せ
祈
「

一
二
五

O
年
ま
で
の
状
況
は
、
神
学
に
つ
い
て
も
、
自
由
m－a
R
Z
m
o
g
の
座
は
株
で
あ
り
、
従
っ
て
人
事
に
つ
い
て
は
直
接
当
事
者

の
意
向
に
大
き
な
比
重
が
か
か
り
な
が
ら
、
そ
の
学
聞
の
性
格
上
、
教
皇
そ
の
他
の
意
志
が
、
そ
の
数
や
人
選
を
左
右
し
、
そ
の
調
整

は
‘
自
身
神
学
自
白
自
己
負

で
も
あ
る

S
R
O
E
『
号

に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
一
二
四
五

1
四
八
年
に



白色門『

g
印巾

2
一5
3
が
お
か
れ
た
状
態
は
、
す
で
に
一
二
五

O
年
以
後
の
事
件
を
予
告
す
る
。
人
事
と
い
う
観
点
か
ら
「
神
学
部
」
を
見

れ
ば
、
十
三
世
紀
前
半
の
そ
の
あ
り
方
は
、
ま
だ
萌
芽
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

L
M
 

パ
リ
大
学
の
「
学
部
」
が
、
独
自
の
規
定
印
E
E
Z
を
も
っ
た
の
は
、
一
二
五
二
年
二
月
の

E
2
F自
由
E
C
B
の
そ
れ
が
最
初
で
あ

る。

F
2
1
g
s
g
－omFO
の
そ
れ
は
、
一
三
三
五

1
三
六
年
に
な
ら
な
い
と
現
れ
な
い
。
従
っ
て
一
二

0
0
1
五
O
年
に
こ
の
共
同
体

を
規
制
す
る
役
割
を
果
し
た
の
は
、
一
一
二
五
年
八
月
に
、
自
身
、
か
つ
て
パ
リ
の

5
お
3
5円
で
あ
り
、
参
事
会
員
で
も
あ
っ
た
、
教

皇
使
節
・
枢
機
卿

F）
σ負
門
号
の

2
5
8
が
定
め
た
、
「
大
学
」
の
他
律
的
な
規
約
以
外
に
は
な
い
。
こ
こ
で
は
取
敢
え
ず
、
修
学
年
限

の
規
定
の
み
を
取
上
げ
る
。

こ
の
規
約
は
、
ま
ず

ω江
田
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

「
何
人
も
パ
リ
に
て
は

R
Z∞
に
つ
い
て
は
、
そ
の
も
の
の
年
令
が
二
十
一
オ
〔
に
達
す
る
〕
以
前
に
、
講
義
を
し
な
い
こ
と
。
ま

m
E
g
に
関
す
る
講
義
を
聞
く
こ
と
。
・
：
げ
）
・
」
と
規
定
す
る
。

た
講
義
を
す
べ
く
赴
く
前
に
、
少
な
く
と
も
六
年
間

さ
ら
に
こ
の
規
約
は

「
神
学
者
の
身
分
に
つ
い
て
次
の
如
く
定
め
る
。
何
人
も
パ
リ
に
て
は
、
そ
の
も
の
の
年
令
〔
が
〕
三
十
五
才
〔
に
達
す
る
〕
以
前

に
は
、
ま
た
少
な
く
と
も
八
年
間
研
究
し
、
あ
る
い
は

R
g
s
o
に
て
書
物
〔
の
註
解
〕
を
忠
実
に
聴
講
し
、
さ
ら
に
学
生
の
前
で
私
講

義
〔
を
す
る
〕
前
に
五
年
間
神
学
を
聴
講
せ
ざ
る
限
り
は
、
講
義
を
し
な
い
こ
と
O
L
M
・
」
と
規
定
す
る
。

前
者
の
解
釈
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
教
会
法
成
年
で
あ
る
十
五
オ
で
何
れ
か
の

R
E
E
に
入
り
、
六
年
間
の
就
学
に
よ
っ
て
、

B
m
w
m
z
q
R丹
E
B
た
り
得
、
そ
の
時
の
年
令
は
二
十
一
オ
に
達
し
て
い
る
。
後
者
の
解
釈
に
は
疑
問
が
多
い
。

uoEbσ

は
、
神
学
の

《

F
O
E－
R
》
（
仏
0
2
2）
た
る
に
は
、

ω
ユ2
で
三
年
、
神
学
で
五
年
、
計
八
年
の
就
学
を
必
要
と
す
る
と
解
釈
し
た
が
、
こ
れ
は
河
川
凶
印

E
包一

パ
リ
大
学
形
成
期
の

F
W
2万
w
印
（
一
二
O
O
l
－
二
五
O
）
（
森

五



パ
リ
大
学
形
成
期
の
司
田
口
三
g
曲
（
一
二
O
O－
－
二
五
O
）

森

一五

の
反
論
を
、
つ
け
た
。
即
ち
神
学
を
専
攻
す
る
に
五
年
を
定
め
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は

ω
3
8
の
最
短
年
限
六
年
よ
り
短
く
、
不
自
然
で
あ

る
。
従
っ
て
八
年
間
は
す
べ
て
、
神
学
の
自
ω唱
え
伐
と
な
る
の
に
要
す
る
最
短
年
限
で
、
そ
の
う
ち
の
三
年
間
は
、

σ
R
S
E江
戸
訪
と

し
て
過
き
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
さ
ら
に

m
g
E島
に
付
註
し
た
司
－

z－司
042nE
と
〉
・
回
・
開

g
a
g
と
が
修
正
し
、
こ
の
八
年

（
町
内
｝

を

E
n
g－R
R
E
m
た
る
べ
き
必
要
年
限
と
解
し
た
。
最
近
の
解
釈
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
十
五
オ
で
入
学
し
た
学
生
は
、
二
十
一
才
で

ヨ
ω沼
田
片
貝

ωユ
三
日
と
な
る
。
彼
は
た
だ
ち
に
そ
の
資
格
で
、
二
年
間
教
育
に
従
事
し
（
二
十
三
オ
）
、
は
じ
め
て
神
学
課
程
に
進
む
。

そ
し
て
八
年
の
課
程
の
後
に

σω
のの包
R
E∞
と
な
り
（
三
十
一
オ
）
、
こ
れ
を
約
五
年
勤
め
て
、
は
じ
め
て
日
ω
m
F
2
R
F
g－cmEO
た
り

得
る
（
三
十
五
、
六
オ
）
。
こ
の
解
釈
は

2
0
5
5
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
く
、
彼
は
河
内
）
σo三
号

ωO円σoロ
の
経
歴
を
、
こ
の
尺
度
で
計

算
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
我
々
に
重
大
な
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
を
許
す
。
す
な
わ
ち

H
N
S
0
3
門
肢
の

O
R
Sロ
の
規
約
と
は
、
結
局

神
学
を
頂
点
と
す
る
「
大
学
」
、

E
Bを
神
学
へ
の
一
般
教
養
課
程
と
し
か
み
な
さ
な
い
「
大
学
」
の
規
約
に
他
な
ら
な
い
。
神
学
の

（

mm） 

「
学
生
」
は
、
す
で
に

ωユ
g
の
目
白
目
的
百
円
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
数
年
間

s
m
o
g
と
し
て
の
経
験
を
経
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
二
三
年
に
使
わ
れ
だ
名
称
合

g
o
S
E
E
m－5
0
E
B
E
g－
自
己
目
》
と
は
、
従
っ
て
、
神
学
の
教
授
及
び
学
生
団
を
指
す

と
解
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

c
 

上
記
の
結
果
、
仮
に
一
二

O
O
l五
O
年
の
聞
に
、
「
神
学
部
」
を
統
率
す
る
役
職
者
が
あ
り
得
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
パ
リ
の
の

8
・

8
巴

ω
ユ
5
以
外
に
あ
り
得
な
い
。
彼
は
常
に
神
学
ヨ
白
色
白
区
の
一
人
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
同
僚
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
て
い
た
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
神
学
部
長
母
の
自

5
の
初
出
は
一
二
六
四
年
で
、
一
二
六
三
年
に

B
R
o－
－
自
己
印
と
な
っ
た
が
故
に
神
学
の
講
義
を

は
じ
め
た

ωzugロ
5
（
開
宮
ロ
ロ
o
↓O
B宮
ゆ
る
が
こ
の
職
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
職
制
自
体
の
存
在
は
そ
れ
以
前
に
遡
り
得
る
で
あ
ろ

う

0
2
0
5
C
M
は
、
ブ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
会
の

E
Z自
己
目
母
国
包
2
が
、
二
一
四
三
年
四
月
当
時
の
《
号
苫
ロ
己
2
5
m淳司
2
3
m
o
E
m



（
苅
）

2
5
e
－omF乙
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
記
し
た
が
、
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

(d) 

コ
コ
二
年
四
月
二
日
に
、
教
皇
国
O
口
。
ユ
ロ
印
冨
は
、
枢
機
卿
・
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
司
教
、
ト
ロ
ワ
及
ぴ
リ
ジ
ウ
両
司
教
に
対
し
て
、

る
よ
う
に
命
じ
た
。

「
か
つ
て
パ
リ
の
巴
ロ
弓

0
3
5印
日

ω
m
E
5
2
5
2
R
o
－R5
5
の
名
で
作
ら
れ
た
印
璽
」
の
使
用
を
禁
止
し
、
且
そ
の
印
璽
を
破
棄
す

こ
の
処
置
は
パ
リ
司
教
の
訴
え
に
基
づ
く
も
の
で
、
当
司
教
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
正
し
く
共
謀
あ
る
い
は
陰
謀

と
呼
ば
れ
得
る
こ
と
」
で
、
パ
リ
の
自
白
m
Eユ
と
印

nFo
－R
g
と
は
「
パ
リ
の
司
教
と

B
R
o
－－g
g
の
権
限
を
犯
し
て
、
諸
訴
訟
事

（
拘
）

件
の
処
理
の
た
め
に
、
恋
い
ま
ま
に
裁
判
官
を
選
ん
だ
」
の
で
あ
る
。
印
璽
の
使
用
は
、
こ
の
争
訟
が
ロ

l
マ
で
落
着
す
る
ま
で
、
取

（
卸
）

敢
え
ず
停
止
さ
れ
、
こ
の
争
訟
は
一
二
二
八
年
ま
で
終
わ
ら
な
か
っ
た
。

パ
リ
司
教
・
参
事
会
の
訴
え
と
教
皇
側
の
反
応
と
は
、
こ
の
事
件
の
直
接
原
因
が
、
印
璽
権
の
有
無
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
大

学
」
が
裁
判
用
の
印
笹
口
C
E
邑
S
5
8
玄
関
己

E
S
邑
a
c
E
O
B凹
）
を
包
m
E
C
B
h
E
F
Oロ
片
付
己
目
と
し
て
使
用
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と

す

る

冨

R
E邑
l
C
E
E
5
の
解
釈
を
支
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
解
釈
を
肯
定
し
た
と
し
て
も
、
現
実
に
、
「
大
学
」
は

白
色
Z
5
2
5
8
C
2
5
を
持
ち
得
な
か
っ
た
し
、
又
、
そ
の
他
の
印
璽
の
使
用
停
止
は
、
「
大
学
」
が
必
要
と
す
る
多
く
の
法
行
為
を

不
可
能
と
し
て
い
た
。
教
皇

E
S
S
E－5
ヨ
は
、
一
二
四
六
年
十
月
三

O
日
に
、
パ
リ
の

同
）

HO哲
三
自
の
使
用
を
、
「
大
学
」
ま
た
は

g
m
m
E包
括
m
g
g
m
の
大
多
数
の
同
意
の
な
い
限
り
使
用
せ
ぬ
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
「
七

（
舷
）

年
間
」
認
め
た
。
こ
の
年
に
い
た
る
ま
で
と
、
こ
の
「
七
年
間
」
が
過
ぎ
た
後
に
、
「
大
学
」
は
如
何
に
し
て
各
種
の
法
行
為
を
可
能
に

ヨ
mwmF白
E
Z
R
o
－R
g
の
印－

mFZcg

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

七
年
後
）

（的∞）

＝
＝
二
年
に
「
大
学
」
は
、
そ
の
文
書
に
「
神
学
目
白
阿
国
印
宝
の
包
沼
田
山
」
を
捺
し
た
。
ま
た
一
二
五
三
年
（
一
二
四
六
年
か
ら
正
に

（
似
）

一
月
一
日
に
、

B
R
o
－－R
E由
民
包

5
2
F
n
5
は、

S
Q
B
印
Q
e
z
s
o円
HongHO印
の

2mnE
を
捺
し
た
文
書
を
出
し
た
。
即

パ
リ
大
学
形
成
期
の
司
白
nロ
ロ
日
（
一
二
0
0
1
一
二
五
O
）
（
森

一
五
三
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assumpturi legendl licentiam 

a
d
 quern ipsius 

collatio 
pertiner

巴
dinoscitur

fuerint assecuti 
quia is 
a
d
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inter 
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m
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Barastre 

(n°114); Philippe 
le 
Chancelier 

(n°119); Guillaume 

d
’A
u
x
e
r
r
e
 (n° 
129), Etienne B

邑rout
(n°130); G

e
o
妊
roy
d
e
 Poitiers (n°132) ;

 Guiard d
e
 L
a
o
n
 (n° 
133); Arnould d

e
 la 
Pierre 

(n°134); Etienne d
e
 Provins (n°136); E

u
d
e
s
 d
e
 Chateauroux (n°137); S

i
m
o
n
 d
’Authie (n°138); Etienne d

e
 C
u
d
o
t
 (n°142); 

E
u
d
e
s
 d
e
 Chalons (n°143); Jacques d

e
 Dinant (n°146). 

録
臣
E；
保
安
E;;-1
《
r-0..,.,:,
E;; 
：！：！ま玉（；；摺，：；：－－

p
；
安
心
。
Gui
d
’Orchelles (n°121); Nicolas d

e
 Tournai (n° 

131); Pierre Petit (n°139); Pierre 

て
＝
デ
＋
＜
緋
首
主
催
寂
E;;Facultas(

1
1
1
0
0
-
111
同
0
)
（様）

If司同



て＝－
-K
が
注
き
蛍
蜜
E;:Facultas

(
 I
 I
 10
0
-
I
 I
 I¥吋
0
)
（様）

｜
同
J,(

d
e
 B
a
r
 (n°140

）ー

(
 
IB) 
握
：
財
産
翠
E;:
magistri 

E::: 
•r-+C' Philippe l巴

Chancelier
（
叩
~
E;: 
cancellarius), 

Etienne Berout, 
Guiard d
e
 L
a
o
n
 (
 
~
 !l 

cancellarius, 
'ftJ ...r-
!l
や
入
ト
ム
官
総
）
’
Etienne
de 
Cudot. 
～
 ε起
E
叶
!l
ト
干
ム
入
ト
吋
官
緑
川
会
色
(' 
+.! 
A
r
d
e
n
g
u
s
 
(
 
GLORI-

EUX, M
 T., 
n° 
120
）
ゐ
ペ
＝
γ
揺
さ
制
本
!l
(canonicus Parisiensis) 

-'-.l同
議
粉
£
ν
ニ
時
（
cf. 
C., 
n°56l, 
83
）。

（白）
Alexandre d

e
 Hales 
（
ト
1ト
入
、
ト
吋
t<
n
 -4目）’
Roland
d
e
 C
r
e
m
o
n
e
 Jean d
e
 Saint-Gilles 

(
 
ι
川
11
n
 '411
）。

（沼）
Jean de Barastre :!:! 

d
o
y
e
n
 de Saint-Quantin・ 

Guillaume d
’A
u
x
e
r
r
e
 ti 
archidiacre de Beauvais' Eti

巴
n
n
e
de Provins 

ti 
chantre d

e
 Provins, chanoine d

e
 R
e
i
m
s
’E
u
d
e
s
 d
e
 Chareau roux ti 

I
 I
 I 1
 
JI Isl
時
-Q-.i'
之
＝－
ε
 chanoine
’
I
 11111-¥..l
社
会
d

cancellarius
’
S
i
m
o
n
 d
’Authie 
ti 
chanoine d

’A
m
i
e
n
s
'
 E
u
d
e
s
 d
e
 Chalonsti] 1

 ]11
］
＜
時
-R
d
て
P
E::: 
chanoine

’Jacques d
e
 

Dinant ti 
T
h
e
r
o
u
a
n
n
e
 
E;: 
archidiacre

’
や
ニ
ャ
Soissons

E::: 
chanoine ?

 Innocenfius 
N
 ε
 chapelain 

'¥l,J
ど
ν
’
I
I
 ]lsl-¥..l
叶
!l

ト
lト
t<
町
様
。
Nicolas
de 
Tournai 

ti 
d
o
y
e
n
 d
e
 
Tournai' Pierre 

Petit 
ti 
chanoine 

de 
Bourges' 
I
 J ]g[lsJ
叶
立
て
＝－
ε
 

cancellarius
’
E
叶
製
饗
曇
。
Pierre
de B
a
r
 ti 
d
o
y
e
n
 d
e
 Bar-sur -

A
u
b
e
 ’
I
 I
 I
 
lsllsl
社
製
遮
雲
。

G
u
i
 d
’Orchelle ・

 
-'-.l 
G
e
o
妊
roy
d
e
 Poittiers 

E;: 
praebenda

主
将
志
。
Arnould
d
e
 la 
Pierre 
E;: 
r¥ ..::..;:i
｝÷llF
千
J
ペ
州
為
’
揺
さ
111111

，：：：叶
!l
ト
川
ト
入
信
緑
川
仰
心
。

（自）
GLORIEUX, 

L
e
s
 annees. 

(
 宕
)
 Pierre d
e
 Lamballe !l

や
ニ
ν
ti
GLORIEUX, ~

 
T., 
n°145, M. 

A., 
n°653. 
Raoul d
e
 Colebruge !l

や
ニ
ν
ti
Id., 
M.
主，

n°145; M. 
A
リ
n°653
’Raoul
de Colebruge 

!l
や
ニ
ν
ti
Id., 
M. 
1二
n°153
;
 M. 
A., 
n°5645 et 666. 

ま
堅
榔
~i棺

う
却
さ
主
要
同

!lト長
恨
」
ν
ニ，
o
。

(
 
<b) 
GLORIEUX, 

M. 
T., 
n°154. 
ti
’
F
 J
 ε－
＜
泰
弘
J
R
e
n
a
u
d
 (Reginald) d

e
 Pouzzoles 

-'-.l温；＇る’
M
A
リ
n°657;
L
e
s
 annees, p. 241. 

や
さ
A
d
a
m
d
e
 
P
u
t
e
o
r
u
m
 
villa 
-'-.l詮
持
。
Pierre
Petit 
!l
や
ニ
ν:!:ii亘
：
出
（
由
）
（
包
）
。
Pierre
Petit 
S
明
書
留
さ
l
＼
］
］
＜
叶
!l

Guillaume d
e
 D
u
r
h
a
m
 込
監
二

~.,,;:i~p
’
握
也
脅
さ

D
u
r
h
a
m
ε
 chanoine
。
起
F
ν
P
i
e
r
r
e
Petit 
さ
’
時
J
~
忠
明
＿
＿
）
~
纏
倒

-Q...r'
o

’
~＋.！

主ぎ
E;: 
praebenda -R 

...r-..;:i( 1歪
剥
沼
体
底
）
’
持
4栄之
＝－
~
 
cancellarius 

+.! <='('4t会
合
ニ
〈
泰
P~t-0

。舎もJS
糖
i到
'¥l,J
R
巴
n
a
u
d
d
e
 

Pouzzoles
主
主
’
主
題
~
醤
C
制

-1¢－£トu
i
思
ニ
レ
ニ
心
。
リ
リ

!1
I
 l]] 
記
時
S
Honorius m

仰
座
為
控
除
J
ν
ニ
時
崎
小
必
時
理
主
己
令
.J:tl___)

+.! 
C
 P
t
iヤニ
t!
ベ、，
f"'-R
。

（包）
DENIFLE, a. 

a. 
0
 ., 
I, 
S. 70; cf. 

R
A
S
H
D
A
L
L
,
 
op. 
cit., 
I, 
p. 
323, 
n. 
1. 

（包）
C., 
n°123 (1239, Aprilis 

1): 
.
 ma
n
d
a
m
u
s
,
 quatinus inhibitionem facias generalem in 

scolis 
singulis publicandam, 

ut nullus 
magistrorum seu 

scolarium Parisiensium 
alterius 

conducat•hospicium
[aut
scolas
〕，
q
u
a
m
d
i
u
i
p
s
u
m
 absque 

manifesta malicia retinere voluerit inquilinus. 
C., 
n° 
139 (1245, Martii 6) 

.
 .
 .
 neque hospitia 

vet scolas, 
si 
forsan plura 

conduxerit, locet alii 
pro pretio cariori, 

.. 

.
.
.
.
 ．－・・



（苫）
DUFEIL, op. 

cit., 
p. 
109-
llO. 

1
 J
 E:: !ii
主l¥-ti
’
C.,
n°143 (1245, Maii 15) 

.!.l
付
F
ν
楼
似
J
思生命。〈
.
 inhibemus, ne aliquis 

v
e
s
t
r
u
m
 alterius scolas aut hospitium absque illius consensu vel scolas aut hospitia a

 magistris vel officiali Parisiensi,qui 

pro tempore fuerint, 
interdicta conducere vel retinere 

presumat.) 

（巴）
C., 
n°178. E
t
 magistri theologie, videlicet: 

magister Galterius, 
cancellarius Parisiensis (

 GLORIEUX., M
 
T., 
n°144), 

magister A
y
m
e
r
i
c
u
s
 d
e
 Veire, canonicus 

Parisiensis 
(M. 
T.
，
日
149),
magister Willermus d

e
 C
r
a
m
a
n
t
 (M. 
T., 
n°150), 

magister Petrus dictus archiepiscopus (M. 
T., 
n°151), magister Radulphus d

e
 M
o
n
t
e
 Desiderii (M. 

T., 
n°152), magister 

Stephanus, archidiaconus Meldensis (M. 
T., 
n°155), 
magister Rotbertus d

e
 Coton (M. 

T., 
n°156), frater Guillermus d

e
 

Meliton, 
de 
Ordine 
fratrum 
M
i
n
o
r
u
m
 (M. 
T., 
n°304), 
frater 
Johannes P

u
n
g
e
s
a
s
i
n
u
m
 
(
M
.
 T., 
n°10), 
frater 
Albertus 

Theutonicus (
M
 T.
リ
n°6),
frater Stephanus Autisiodorensis, de Ordine fratum Predicatorum (M. 

T., 
n°8). 

~
..Lj E::
小
状

回
路
緩
G
 Etienne d

e
 V
 enizy 
ti
’担当
-v..lJ..,.j)]

I
 ]!SI
川
叶
!.2
magister regens 

S
倒

-Q
＂－＂叫ニ

ν
ニ
~
~
’

magister
..1J _
i
ν
S
淀
菰

ti~語
土
ν
ニ
~
必
＿
）
ニ
。
ま
ざ
や
ν
け

l)!.2~4ミ..：；
,-0 '< 
"
V
 
＿）
ν
長
必
4ミヰ二
ν
ニ
ャ
ニ
magistri
ti
’
Pierre d
e
 Lamballe (A主

主
，
n°145)

..IJ R
e
n
a
u
d
 d
e
 Pouzzoles (M. 

T., 
n°154
）
レ
ペ
心
。
16f:
：出
OE
）
（
冨
）
総
監
。

（串）
Id., 
E
t
 magistri decretorum, videlicet :

 
magister Petrus Ligerii, 

magister Gaufridus, 
cantor Dauratensis, 

magister 

J
o
h
a
n
n
号s,
archidiaconus 

Trecensis, 
magister 

P'hilippus, 
archidiaconus 

Bitunα
nsis, 
magister 

M
a
t
h
e
u
s
 Guidonis 

d
e
 

Atrabato, magister Guillermus de Braio, magister Richardus d
e
 Tabulis, 

magister Girardus d
e
 Corion, 
magister Theo-

baldus d
e
 Divione, magister Henricus, cano

仰
cus
Remensis, 

magister Stephanus d
e
 Lorriz, 
magister Petrus de Vireto, 

magister Johannes d
e
 Sulhiaco, magister Nicholaus d

e
 Pondearche. 

C
f
 GLORIEUX., M. A., 

n
田
683-696.

（包）
Id., 
Item alii 
boni viri :

 magister Nicholaus, archzdiaconus ecclesie Rothomagensis, 
magister Garinus, archidiaconus 

ecclesie Belvacensis, magister T
h
o
m
a
s
,
 archidiaconus Baiocensis, 

magister Hugo, archidiaconus Baiocensis
，〔
N.
〕magister

scolariu，旬
Andegavens.

Cf..GLORIEUX, 
M
,
 A., 
n°5697-704. 

（芭）
C., 
n°201 (1252, 

ante Februarii 16). 

(
 $)
 
C., 
II, 
n°ll8
担
(c. 
1255), 
n°1189 (1336); 

Cf, n°1191, Statuta facultatis decretorum (1335). 

(12) 
仁，
n°20

目
Robert
d
e
 Cour<;on

斗
や
ニ
ν
ti'
GLORIEUX, M. 

T.
リ
n°103;
M. A., 
n°505. 

（に）
Id., 
Nullus legat Parisius d

e
 artibus citra v

i
c
e
s
i
m
u
m
 p
r
i
m
u
m
 etatis sue a

n
n
u
m
,
 et q
u
o
d
 sex annis audierit d

e
 artibus 

a
d
 minus, a

n
t
e
q
u
a
m
 a
d
 l
e
g
e
n
d
u
m
 accedat,. 

(
 
f:::!) 
Id., 
Circa statum theologorum statuimus, q

u
o
d
 nullus Parisius legat citra tricesimum quintum etatis sue a

n
n
u
m
,
 et 

nisi 
studuerit 

per 
octo 
annos a
d
 minus, 
et 
libros 
fideliter 
et 
in 
scolis 
audierit, 
et 
quinque 
annis 
audiat 
theologiam, 

a
n
t
e
q
u
a
m
 privatas lectiones legat publice, .. 

て＝デ
-K
俳
誌
全
信
感
E::Facultas(

1
1
1
0
0
-
¥
 I l同
0
)
（機）

1
 I司占コ



ミ
＝
、
-K動

員
さ
餐
察
~Facultas(

1
1
1
0
0
-
111
同
0
)
（維）

！
対
く

(
 
ロ）
DENIFLE, 

a.a. 
0., 
s. 
100--102 ;

 RA
S
H
D
A
L
L
,
 op. 
cit., 
l! 
p. 
472, a
n
d
 n. 
1
 

（ご）
G.LEFF, Paris a

n
d
 Oxford Universities in the Thirteenth and.Fourteenth Centuries. 

A
n
 Instz初
tional
a
n
d
 Intellectual 

f五
story,
N
e
w
 Y.ork, 
1968, reprinted 1975, 

p.164-165. 
C., 
n°201 !J.

付
与
i
ti' 
11
十
l
特
州
立
bachalarius

(art1um) 
-I-! 
c
-感
心

叶
守
レ
ベ
心
。

（但）
GLORIEUX, L

’enseignement, p.80 sqq. ,
 Id., 
L
a
 Sorbonne, 

l
 ,
 p. 
19-20. 

け
εti;
抵
当
L
e
妊
怠
や
認
..I..捕
令
妹
崎
町
リ
ヰ
ヰ

さ
き
単
~
’
＋
国
辛

l足
ε:lt!:;frゆ

糧
事
費
{WAJ
E；
穏
副
会
iti-R
I' 
-1-!~P

碇
ベ
、
，

r-0
(Cf.
仁，
n°1189).

(
 慢）
GLORIEUX, 

M.
工
会
d
’
111
同
O
時
野
怖
や
!l
君露
出
_l-¥-!..1..!鴎

.,Q4二
時
magistri
theologiae

北
，
ゐ
ぐ
二
司
令
剖
’
W
Q
訴
ti:i(;:

〈
十

111-<u
湘
炉
心
。

I'\-'~会合
-
R
P

’
magister

artium 
E;; 
話
恥
も
，.，；；：，

F
記
憶
撞
~
会
合
ニ
.
，
；
；
，
G
 111-< 
(Raoul 
Ardent, 
M. 
1て，
n°102;

Richard l’Anglais, M. 
T, 
n° 
118 ;
 Eu
d
e
s
 Rigauld, M. 

T, 
n°303. 
,
 
J
 S憎
ま
経
~
－
＜
察
当
ト

lト
入
、
ト

H
I"(
円

'41-H-1P
’~
ε
＝
ミ
ー
ト
入

4く
区
11話
）
’
モ
ロ
ー
11
ト
（
Roland
d
e
 C
r
e
m
o
n
e
,
 M. 
T, n°1, 
M
.
 A., 
n°554; Jacques d

e
 Dinant, M. 

T, 
n°146, 
M. A., 
n°208）
命

4マ
ト
そ
＇
I"(
トセ＿：：.，＿＿

(Guillaume d
e
 D
u
r
 h
a
m
,
 M. 
T., 
n° 
125 ,
 M.
A
.
 
n°559 ;
 Raoul d
e
 Colebruge, M. 

T., 
n° 
153 ;
 
M
.
 A.. nu•545 

et 666）
手JI'\-'ε栴

：
！
$
~
睦

.；.！.，，.＞ε
柑

11
－＜’て

.!i..t,-ト
（
Albert
le 
Grand, M. 

T., 
n°6, 
M. A., 
n°14) P

匙
-1-:.，；；，~
1
 -<
P
徒
c
-’
部
D

ti
－＼酢
Yν
て＝－－
P
 magister artium -Hsll'/.tt-1-! 

A
J楼
稲
’
時
時
ニ
ti
諜｛同町
"ti
♀二時。

（じ）
C., 
n°339 (1264, Junii 26) Cf. 

id., 
n°396 (1264, 

Maii 26). 
Etienne T

e
m
p
i
e
r
 !J.
や
ニ
ν
ti'
GLORIEUX, ・M. 

T., 
n°177. 

会‘
.;.q
’
g

~;frゆ
詰
~
~
~
週
土

1
l
 1
 lK-¥-1
叶
（
C.,
n°416, 
1267, Julii 7

）
レ
ペ
時
。

(
 ~) 
GLORIEUX,. L

e
s
 annees, p. 

238. 
Cf. Id., 
M. 
T., 
n°301. 

(
 
巳）
C., 
n°41: 
.
 .
 Parisius episcopus nobis insinuare curavit, q

u
o
d
 magistri et scolares Parisienses fecerunt et 

frequen-
ter 
faciunt 
constitutiones 

q
国
吋
a
m
,
q
u
e
 colligationes s

巴u
etiam conspiration

巴s
possunt merito appellari,. 

Abutun-
tur 
q
u
o
d
a
m
 sigillo 
n
o
m
i
n
e
 ur
山
ersitatis
magistrorum et 

scolarium nuper facto, 
et 
in 
ipsius e
p
肌
opi
et 
Parisiensis 

cancellarii 
prejudicium 

constituentes 
sibi 
pro sue voluntatis arbitrio 

judices, 
qui causas e

o
r
u
m
 audiant 

et 
decidant. 

Hiis et aliis m
o
d
i
s
 c
o
r
a
m
 vobis plenius exprimendis ipsorum episcopi et 

cancellarii jurisdictionem usurpent multipliciter 
et 
enervant, 

ac adeo inceperunt 
o
m
n
i
a
 pro 
arbitrio 
facere, 
q
u
o
d
 nisi 
principiis 

obsistatur, 
gravia 
per 
h
o
c
 poterunt 

scandala suboriri, 
et dissolutionis Parisiensis studii periculum imminere.

・
ー
.
Ideoque fraternitati 

vestre per apostolica 
scripta 
m
a
n
d
a
m
u
s
,
 quatinus a

d
 l
o
c
u
m
 personaliter accedatis, et 

... 
u
s
u
m
 sigilli 
predicti auctoritate 

nostra inhibeatis 
omnino, sigillum i

p
s
u
m
 penitus confringentes ... 

（富）
C., 
n°45 (1222, 

Maii 31); n°58 (1228, Junii 3). 
（話）
M
I
C
H
A
U
D
-
Q
U
A
N
T
I
N
,
 Universitas, 

p. 
301-303; G. 

POST, art cit., 
p. 
5
0
 sqq. 
Cf. X.2. 28. 48. 

(
 

~
) 
C., 
n°165 :
 
.
 No
s
 itaque vestre devotionis precibus annuentes ut sigillum p

r
o
p
n
u
m
 pro negotiis in 

quibus causa 
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神
学

B
白
岡
目
印
け
巾
円
各
自
が
有
し
て

い
た
印
璽
に
つ
い
て
は
、
ロ
・
。
・
目
uOω

↓－

hq町
内

t
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優
位
に
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し
て
行
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た
抗
議
で

あ
り
、
「
神
学
部
」
が
「
記
憶
に
な
い
程
長
い
間
」
学
部
公
印
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
「
法
・
医
学
部
」
は
何
れ

も
、
二
一
七
一
年
頃
及
び
一
二
七
四
年
か
ら
公
印
を
使
用
し
て
い
る
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け
る

pn巳
g
m－
P
2一E
Z印
に
つ
い
て
結
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し
得
る
こ
と
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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パ
リ
大
学
に
当
時
か
ら
四
学
部
が
併
存
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

た
だ
「
神
学
」
に
つ
い
て
の
み
は
、
そ
の
萌
芽
と
も
い
う
べ
き
集
合
体
が
存
在
し
、
時
に
は
こ
れ
が
「
大
学
」
を
代
表
し
得
た
。

「
神
学
」
関
係
の
集
合
体
も
、
そ
の
内
部
に
充
分
な
共
同
体
的
規
制
は
な
く
、
目
指

5
E
は
た
だ
、
「
講
座
」

R
Z
S
と
い
う
株

を
引
き
つ
い
で
い
た
に
過
ぎ
な
い
。

(4) 

こ
の
時
期
の
「
大
学
」
は
、
神
学
者
の
養
成
を
最
終
目
的
に
し
て
い
る
司
教
座
聖
堂
付
参
事
会
学
校
の
性
格
を
、
色
濃
く
残
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
力
。
ぃ
。

同
「
神
学
部
」
も
、

我
々
は
さ
ら
に
、

仮
に
そ
の
存
在
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、

g
ロ
S
E
2
5
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

一
一
二
九
年
頃
に
は
四
学
部
形
成
の
動
き
が
あ
り
、
こ
れ
が
一
二
二

O
年
の
紛
争
と
大
逃
散
の
結
果
否
定
さ
れ
た

パ
リ
大
学
形
成
期
の
司
白
E
F
S
（
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O
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一
二
五
O
）
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の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
論
を
行
な
っ
た
。
又

一
二
二
七
年
に
は
、
神
学
の
日
お
豆
ユ
と
と
も
に
「
二
つ
の
橋
」
の
聞
に
と
ど
ま
る

こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
「
教
会
法
」
自
白
m
g
E
が
、
初
期
に
は
神
学
講
座
の
枠
内
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
同
時

に
提
示
し
た
。

十
二
世
紀
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半
に

E
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友
人
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あ
る
号

S
E印
が
、
異
教
の
著
者
の
哲
学
と
ロ
ー
マ
法
と
に
永
〈
没
頭
し
つ
つ
年

老
い
た
こ
と
を
責
め
、
早
く
神
学
に
進
む
こ
と
を
勧
め
て
云
っ
・
た
。
「
汝
は
、
主
の
法
が
、
霊
魂
を
生
か
す
汚
れ
な
き
法
で
あ
る
こ
と
を
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知
る
。
」
こ
の
思
考
法
は
教
会
法
を
、
教
会
秩
序
と
い
う
肉
体
を
生
か
す
「
法
」
と
し
て
、
神
学
と
対
置
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

他
方
我
々
は
、
一
二
四
八
年
に
、
少
く
と
も
十
四
人
の
教
会
法
目
白
色
白
豆
が
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
増
加
は
、
何
時
始
ま
っ

モ
！
と
ア
ミ
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ン
の
両
司
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に
対
し
て
、
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司
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が
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こ
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こ
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に
、
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リ
司

教
が
、
正
当
な
手
続
き
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無
視
し
て
ま
で
、
教
会
法
の
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作
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ね
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な
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当
時
存
在
し
て
い
た
の
で
は

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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附

記

本
稿
は
、

講
演
「
パ
リ
大
学
形
成
過
程
に
お
け
る
貯
の
吾
自
」
を
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
尚
本
稿
脱
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後
に
、
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参
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し
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、
こ
れ
に
よ
っ
て
特
に
本
稿
を
修
正

す
る
必
要
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

一
九
七
五
年
十
一
月
一
五
目
、

九
州
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
、
中
世
哲
学
会
第
二
四
回
大
会
に
お
い
て
行
っ
た
公
開

パ
リ
大
学
形
成
期
の
司
曲
。
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maîtres séculiers de théologie. Le recrutement des membres ne se faisait que d'après 

la volonté des maîtres eux-mêmes et du pape ; · le rôle du chancelier se bornait à 

confirmer et à contrôler. 

b) Droit de se donner des statuts: L'Université de Paris n'avait alors qu'un statut 1J 
donné par le légat pontifical Robert de Courçon (1215). Ce statut, qui n'était pas ~ 
l'expression propre de l'Université, ne prévoyait qu'un cursus scolaire, celui qui 

conduisait· à la maîtrise en théologie. Etre étudiant de théologie équivalait à être, en 
même temps, maître ès arts. «Universitas magistrorum et scolarium » peut donc 
être interprété comme« Corporation des maîtres et des étudiants de théologie». 

c) Droit d'élire des officiers pour réglementer l'application du statut : li n'y a pas 

Ifi 
Jilt 
AA 
(/) 
'rj 

~ 
C 
i; 
(f) 

eu de la mention de doyen de théologie avant 1264. Le chancelier contrôlait la 
faculté, mais il n'était pas élu par les membres de cette faculté. 

0 
Le pape Honorius ID a ? d) Droit d'avoir un sceau, symbole de son autonomie: 

ordonné de briser le sceau fait au nom de l'Université. L'emploi du sceau a été 
interdit jusqu'à 1246, mais le pape Innocent N l'autorisa « pendant sept ans». li 
L'Université authentifiait ses actes, jusqu'en 1246 et après cette période de «sept 0 
ans», en apposant les sceaux privés des maîtres en théologie. 

Ainsi, nous pouvons conclure qu'entre 1200 et 1250, il n'y a eu, à l'Université de 

Paris, qu'un embryon de faculté de théologie, qui représentait elle-même parfois 
l'Université toute entière. 



1) 

t 
~ 

*~ 
~ 
;M 
1T) 

UNIVERSITÉ DE PARIS EN VOIE DE 
FORMATION ET FACULTAS (1200-1250) 

par Hiroshi MORI 

()~ 
c Les ouvrages récents qui concernent l'Université médiévale la définissent comme 

~ une «fédération d'écoles, dont chacune est dirigée par un maître régent, qui se fait 

0 
0 
1 

aider par des bacheliers». En ce cas, nous pouvons nous demander quelle a été la 

situation juridique de la faculté, dont l'intervention n'était pas nécessaire pour former 

une université. 
L'emploi du mot « facultas » dans le Chartularium Universitatis Parisiensis, édité 

par Denifle et Chatelain, montre que ce mot ne signifie, dans la plupart des cas, que 

1ï la «disciplina» ; il est accompagné très souvent par « theologica ». Bien que 
0 l'emploi du mot au pluriel « facultates », qu'on trouve vers 1229, suggère qu'il y a eu 

i provisoirement une tendance à différencier les facultés, il nous semble, par ailleurs, 

que cette tendance a tout de suite été étouffée. 
Dans le « concordamentum » conclu entre l'évêque de Paris et les maîtres de 

l'Université (1213), les modalités de recommandation au chancelier de Paris du 

candidat à la maîtrise sont nettement distinctes en ce qui concerne les maîtres de 

théologie et de droit canonique, d'une part, et les maîtres ès arts, d'autre part. Nous 

pensons donc que, s'il nous est permis de supposer l'existence d'une faculté, ce ne 

pouvait être que celle de théologie, qui dominait toute l'Université, en gardant sa 
caractéristique d'école d'un chapitre cathédral du xne siècle. 

Quant à la personnalité juridique de la faculté, nous l'avçns examinée d'après les 
quatre exigences d'une corporation. 

a) Droit de recrutement de membres par elle-même : Le nombre de chaires de 

~~ maîtres régents de théologie a été limité par le pape Innocent ID à huit (1207). Le 

pape Honorius ID a supprimé la limitation (1218), et le nombre de chaires est passé à 

douze, dont trois ont été occupées par des maîtres réguliers. Les lettres pontificales 
de 1219 et de 1245, dont la dernière a établi le principe d'« une seule école par 

maître», nous conduisent à conclure, que les chaires de maîtres régents (c'est-à-dire 

les écoles) n'étaient alors que des pas de porte, dont les maîtres disposaient et qu'ils 

concédaient librement. Le principe d'« une seule école par maître», que le chancelier 
de Paris était chargé d'appliquer, a entraîné une diminution rapide du nombre des 


